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めに 

景観 配慮した防護柵の整備ガイドライン 以下 防護柵ガイドライン 記述 策定さ

た平成 16 年 2004 景観法 施行さ た年で あ  

防護柵ガイドライン 策定さ 以降 景観 配慮した様々 標準製品の防護柵 開発さ

全国の道路 設置さ よう た その色彩 従前の白色の ら 景観３色注 いわ

色彩を標準色 したこ で日本の道路景観 従来 比べ 格段 良好 た そ まで 特

別 検討を行うべ 事業等 おい 委員会等を設け 検討を行うこ で 良好 道路景観を創出

し た 防護柵ガイドライン 通の道路 の景観向上 大 く寄与した 言え  

一方 道路空間 防護柵 けで く照明や標識柱 占用物件 数多くの道路附属物等

設置さ い 防護柵以外の道路附属物等 の調和 課題 ら 事例 あ  

観光立国を推進し い 今日 訪日外国人旅行者 平成 28 年 2016 2000 万人を突破

し インバウンド観光の増加 踏まえた良好 道路の景観形成への要請 ますます高ま

い さら 道路緑化等を通 地域環境の向上を図 豊 国土形成の一翼を道路空間

担う いう観点 着目さ 防護柵ガイドラインの策定以降の時代のニ 合わせた見

直し 内容の更新や充実 必要 たこ ら 防護柵以外の道路附属物等を含 たガイ

ドラインへ 全面改定す こ した  

注 防護柵ガイドライン 示さ た 鋼製防護柵 おい 基本 す ３色 ダ クブラウン グレ ベ ジ

ュ ダ クグレ－  



第 章 ガイドライン 概要 

-  ガイドライン 目的と役割 

- -  ガイドラインの目的 

道路 様々 社会経済活動を支え 最 基本的 社会資本であ 同時 国土や地域を

眺 重要 舞台装置で あ 道路の環境・景観を美しく整え こ 美しい国土 く

文化的で豊 国民生活の実現を図 うえで極 重要であ  

本ガイドライン 道路の質的向上を図 美しく風格のあ 国土の形成 潤いのあ

豊 生活環境の創造等 寄与す こ を目的 し 道路附属物等の設置・更新を検討す

あた 本来の安全面での機能を確保したうえで景観 配慮す のよう こ

の の様 道路空間を目指すべ の その考え方をま た のであ  

- -  ガイドラインの役割 

・本ガイドライン 道路空間 数多く設置さ 道路附属物等 道路景観 与え 影響の

大 さを鑑 道路管理者 道路附属物等の設置や更新等の場面 おい 留意すべ 事項

を 現場での実践的 活用を考慮し ポイント 具体的 方法の例 し 分

やすく ま た

・道路附属物等の色彩 道路景観 大 影響を与え 要素の つであ 本来 良好

景観形成 配慮した道路附属物等の色彩 地域の特性 応 た適切 色彩を選定す

こ 基本であ 本ガイドラインで 一般的 国の自然や風土 建築物等 の融

和性の観点 ら 景観 配慮す 際の道路附属物等の基本 す 色彩を提示す こ で

道路景観の向上の取組 の底上 を企図した

・道路附属物等の形状や色彩 係 指針類を独自 作成し い 地方整備局や国道事務所

地方自治体等 今まで お 当該指針類 準拠す こ し 独自の指針等を作成し

い い場合 おい 本ガイドライン 準拠し 道路附属物等を設置・更新す こ

望ま

・場面や立場 よ 留意すべ 内容 変わ た 道路のデザイン-道路のデザイン指

針(案) その解説- 合わせ 道路のデザイン-役割 使い方- 仮称 併せ 参照さ

たい

・具体的 整備の推進 あた 本ガイドラインの趣旨 沿 た道路附属物等の製品等

製造さ こ 前提であ 関係業界団体 おけ 適切 対応 期待さ
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－  適用 る道路と道路附属物等 種類 

 

・道路附属物等 全国の様々 道路 設置さ 施設であ こ ら 本ガイドライン

全国全 の道路を対象 す また 新設 改築の ら 維持修繕や災害復旧 おい

適用す  

 

・防護柵 つい 防護柵の設置基準／平成 16 年３月 国土交通省道路局 定 ら

た全 の防護柵を対象 す 具体的 車両を対象 す 車両用防護柵(たわ 性防護

柵 剛性防護柵) 歩行者等を対象 す 歩行者自転車用柵 横断防止柵 歩行者自転車用

柵 を対象 す  

 

・歩道橋 照明 標識柱およびその他の道路附属物等(遮音壁 落下物防止柵 防雪柵 ベン

チ バス停上屋 視線誘導標 立入防止柵 道路反射鏡 舗装・路面への表示) 対象 す

 

 

・占用者 の協議等 よ 調整を図 こ 基本 ベンチ バス停上屋 地下出入

口 変圧器等の道路占用物件 対象 す  

 

・ お 橋梁等の比較的規模の大 構造物や駅前整備 面的整備等 う道路附属物

等の整備 あた 本ガイドラインの趣旨を踏まえ ら 別途専門家 よ 検討を

行うこ 望ま  
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第 章 道路附属物等の景観的配慮の考え方 

-１ 景観的配慮の基本理念 

- -  道路附属物等 道路景観の脇役 ある 

道路景観の主役 沿道 展開す 街並 や自然風景等の景観であ 歩道上で歩 楽し

人々の姿であ 道路附属物等 そ らを引 立 景観の 脇役 であ そのた デ

ザインの工夫を行う際 そ 自体 道路景観の おい 目立た 周辺景観 融和し

風景の一部 し 違和感 く存在す こ 基本であ また 舞台や映画等 おけ 脇役陣

協力し 主役を盛 立 よう 各種の道路附属物等 相互 形状や色彩の面で協力し

沿道 展開す 景観や歩道上の人々の姿を引 立 努力 求 ら  

- -  景観と安全性を両立する 

道路附属物等 別途定 ら い 各種設置基準 基 安全で円滑 交通を確保す こ

前提であ 一方で 利用者の快適性 地域の美しい景観 混乱を与え いこ 重要

であ 特 防護柵 の交通安全施設 常 景観 安全性の両立を図 た質の高いデザ

イン 周辺景観 の融和 他の構造物 の調和 構造的合理性 基 いた形状 周辺への眺望

の確保 人 の親和性等 配慮さ たデザイン す こ 基本であ  

- -３ 代替策も含め道路附属物等の必要性を十分に検討する 

道路景観の主役 沿道 展開さ 景観(街並 自然風景等)や歩道上の人々であ 必要

以上 道路附属物等を設置す こ 景観形成上好ましいこ で い 例え こ までの

設置事例の 必 し 防護柵 し の機能 求 ら い場所 設置さ い 例や

防護柵以外の施設で代替可能 例 ら  

道路交通の安全確保 照らし 必 し 道路附属物等 し の機能 求 ら い場所

道路附属物等を設置し いこ を基本 す  

また 道路附属物等の設置 求 ら 場所 おい 景観 優 た他施設(防護柵の代わ

し の縁石や駒止 ) よ 代替の可能性を検討すべ であ  

お 道路の新設時 改築時 おい 道路構造を検討す 際 安全性や経済性の検討

加え 景観的配慮を行うこ 基本であ この段階 おけ 道路附属物等の景観的配慮の

方法 し 多くの道路附属物等の設置を必要 し い道路構造を検討対象 す こ であ

3-1-1 3 3-5 1 等を参照  

- -  道路附属物等の集約化・撤去を検討する 

道路空間 設置さ 道路附属物等 そ 求 ら 機能 異 こ ら 個別

設置さ ちであ し し こ で 限ら た道路空間 道路附属物等で窮屈

景観的 混乱を たしやすい 道路空間をす させ 景観的 向上を目指すた

道路照明 歩道照明を一体化す の 施設の集約化を検討す こ 求 ら  
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また 既 設置さ た道路附属物等 つい 既存ストックを極力活 し ら 更新時

や通常の維持管理を通 無駄 く質の高い道路景観を創出し いくこ を基本 す この

際 更新す 予定の い施設 撤去す こ あわせ 検討す こ 求 ら  

 

- -  人との親和性に配慮する 

人 道路附属物等 の関係性を考慮す こ オ プンカフ 等 代表さ 道路空間利

活用 進 つつあ 今日 わ 重要 事項であ 例え 歩車道境界 設置さ 車両

用防護柵や歩行者自転車用柵 歩道上 設置さ ベンチ等 歩行者 直接触 こ を考

慮す こ 必要であ 歩行者の利用 あ 場合 ボルト等の突起物 部材の 目等

よ 歩行者 危害を及ぼすこ の い形状 す こ 基本であ また心理的 危険や不

快 形状 避け こ 望ましい  

さら 特 歩行者の利用 多い場所 おい バ アフ の観点 らの防護柵への手

摺の設置 考えら ほ 道路附属物等の手触 感の向上等 人 身体感覚的 け入 や

すいよう 配慮を行うこ 望ましい  

 

- -６ 機能性・経済性に配慮する 

道路附属物等 そ 目的 あ 設置さ のであ 本来有すべ 機能 発揮

さ こ 前提 そのうえで 道路景観を構成す 重要 一要素 し その姿・形

洗練さ べ のであ その検討や設置 あた 経済性 配慮す こ 求

ら そのよう 意味で景観 配慮した妥当 価格の標準製品の 及 期待さ  

また 道路附属物等 経年的 劣化や事故等 よ 変形また 破損 想定さ 施設であ

た 点検や維持修繕の容易性を考慮した素材や形状を選定す こ 求 ら  

一方 景観的 配慮 特 必要 地域・道路 2-3 参照 おい 地域の判断 し 特

注品 よ 修景 効果的 場合 あ 個別の取組 し 行わ こ を妨 ので

い  

 

- -７ 地域の景観特性に応 た基本色を設定し、形状や色彩を検討する 

道路の沿道 様々 様相の景観 広 い 同 路線であ 地形や沿道の土地

利用状況 植生等 よ 道路の景観 大 く異 の また 同 都市部であ

幹線道路 住宅地の生活道路のよう 道路や沿道のスケ ル よ 道路の景観 大 く

異  

このよう 沿道の景観の違い よ 道路附属物等の形状や色彩等のあ 方 変わ こ

そのた 道路附属物等の設置検討対象 す 区間 つい 沿道の道路景観を幾つ

のタイプ 分類し タイプ別 沿道景観 調和す 基調色を設定したうえで 各道路附属物

等の適切 形状や色彩等を検討す こ 基本であ  
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- -８ 沿道の関係主体との連携による道路景観の連続性を確保する 

道路 線的 連 構造物であ その沿道で様々 営 さ 街並 等 形成さ

道路景観の向上 あた 沿道の地域住民や企業 関係機関等 の密接 連携 協

働 努 良質 道路景観の連続性を確保す こ を目指す  

特 景観法の施行を け 地方自治体 おい 景観計画の策定を す 景観 配慮

したまち く 進 ら お 道路を す 公共施設 景観法 基 く景観重要公

共施設 指定さ こ 考えら 地域のこのよう 意向を尊重しつつ 道路附属物等の

形状や色彩 つい 地域景観 の不調和 起こら いよう 道路全体 し 留意す こ を

基本 す  
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-  沿道の特性と道路の景観 

 

道路の景観 沿道の特性 よ 大 く異 ここで 建築物 連担す 市街地や建築

物 点在す 郊外部 以下 市街地・郊外部 いう の道路景観 樹林地や田園等 自然的

環境 卓越す 地域 以下 自然・田園地域 いう の道路景観 大別し その特徴を示

す 自然・田園地域の検討 際し 対象路線の地形や沿道の特性 ら 樹林地 田園 海岸

部 の３地域 さら 細区分す こ 望ましい場合 あ また 市街地・郊外部の検討

際し 対象路線の立地や沿道の特性 ら 市街地 郊外部 の２地域 細区分す こ

望ましい場合 あ  

お 道路デザイン指針(案) 示さ い 地域区分 の対応関係 下表 示す お

であ  

 

表 本ガイドラインの地域区分と 道路デザイン指針(案) の地域区分との対応関係 

本ガイドラインの地域区分 道路デザイン指針(案) の地域区分 

市街地・郊外部  市街地 都市近郊地域 

自然・田園地域  

樹林地・田園・海岸部  
山間地域 丘陵・高原地域 水辺 田園地域 

 

- - 市街地・郊外部の道路景観 

・市街地・郊外部の景観 そのほ 道路上 らの眺 よ お 建築物や工作

物等の沿道の人工的要素 道路景観を大 く規定し い  

・市街地 比較的幅員の広い目抜 通 表通 等 ら 比較的幅員の狭い裏通 横

路地等まで 様々 性格の道路 存在し お そ 性格 応 た景観を呈し

い こ 街 多様性や奥行 を与え その街らしい顔・表情をつく い

で 地域の中心地区や駅前広場 大通 繁華街等の地域のシンボル よう 場所

の道路空間 特 多くの人 集ま 活動を楽し 場で あ た このよう 人の活

動の姿自体 道路景観の主役 場合 あ  

・一方 郊外部 幅員 広く大規模店舗等 立地す 幹線道路や 落ち着いた住宅街の

生活道路 存在し お 市街地 同様 沿道の土地利用 道路景観を規定し い  

・市街地・郊外部の道路空間 防護柵を す 多様 道路附属物等 標識 照明

等 存在す こ らの施設 そ 目的 異 施設であ のの 道路景観を

構成す 要素 し 同時 眺 ら こ こ ら 市街地・郊外部の道路景観の

形成 おい 防護柵を含 道路附属物等の相互のデザイン 形状 色彩 の関連性

統一性 重要 観点  

 

上記 示した市街地・郊外部の道路 おけ 道路附属物等の景観的特徴 沿道の街並 等

の わ 多様 人工的要素 眺 ら つ 歩行者 直接 触 機会 多いこ

であ   
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■市街地の大通りや繁華街 、歩行者が防

護柵に直接に触れる機会も多い 

 

■郊外部の道路 、沿道への出入りによっ

て断続的となる防護柵等や、様々な素材・

色彩の道路附属物等が出現し、道路景観が

煩雑になりやすい 

  

  

■市街地 、沿道の建築物や広告、標識、照明等、多様な沿道の人工的要素が、 

道路空間とその道路景観を大 く規定する 
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- -  自然・田園地域の道路景観 

・樹林地や田園 海岸等の自然的環境 卓越す 地域で 沿道の人工的要素 建物等 の

影響 比較的小さく 道路景観 道路自体のデザインや沿道の立地特性 大 く規定さ

具体的 道路の線形や構造 地形・植生等の要素 沿道 広 農業的 土地利

用等 ら生ま 景観 主体 また 道路 同一の景観的基調を有す 地域を一定

の延長以上連続し 貫 このよう 地域景観を眺 ら 場所 こ 特徴

あ

上記 示した自然・田園地域 おけ 道路附属物等の景観的特徴 遠景や中景 地形

自然植生 田園 海岸等の手前 眺 ら こ であ  

■自然・田園地域 、道路の線形や構造、地形・植生等の要素等 ら生まれる

景観が主体 ある
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-３ 景観的 配慮が特に必要 地域・道路 

 

沿道の特性 2-2 の お 市街地・郊外部 自然・田園地域 大別さ 特別 景観検

討 求 ら 地域や道路 存在す こ らの道路 景観法 基 い 指定さ た景観地

区 準景観地区および 景観行政団体 定 景観計画 おい 景観形成重点地区等 指定さ

た地区 都市計画法 基 く風致地区等の景観上重要 地区内の道路 あ  

ここで こ ら 加え 地域 おけ 景観的 配慮を考え 際の参考 す た 道路

景観の形成上 特 配慮 必要 地域や道路を例示的 示した  

 

■景観的な配慮が特に必要な地域・道路 

地域の中心地区等 おい 街の骨格を形成す 道路 地域 シンボル 道

路 多くの人 集ま 地域 

歴史的価値の高い施設周辺 しく 歴史的街並 形成さ い 地域や く ら

の街道や参道 歴史的価値の高い道路 

遠景 中景 近景を問わ 山岳や景勝地 田園 海 望 眺望 優 た道路 

その他 地域の人 特別 意味のあ 地域・道路 

 

 

地域の中心地区等において街の骨格を形成する道路、地域にとって ンボルとなる道路、

多くの人が集まる地域 

地域の中心地区等 おい 街の骨格を形成す 道路 地域 シンボル 道路 多

くの人 集ま 地域等 まちの顔 場所 いえ こ らの場所の道路で 道路空

間の再構築 行わ い 例 ら こ ら 特段の景観的配慮 求 ら  

 

［地域・道路の例］ 

・景観法 基 く景観重要公共施設 位置付けら い 道路 

・街の骨格を形成す 道路  

・地域のシンボル 道路  

・歴史的経緯 ら地域 重要 道路( く らの街道 つ の大手筋等)  

・多くの人 集ま 繁華街や 地域の玄関口 駅前  

・地域の憩いの場 い 公園の周辺や 学校の周辺   等 

 

 

 

 

 

 

   

■地域の玄関口となる駅前 

 

■街の骨格を形成する道路 
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歴史的価値の高い施設周辺、もしく 歴史的街並みが形成されている地域や、 く らの

街道や参道な 歴史的価値の高い道路 

近年 歴史まち く 法 よ 歴史的風致維持向上計画 の認定都市や日本遺産の認定都市

増加し い このよう 全国的動向 自分たちのまちのアイデンテ テ を見直し そ

を地域 く の柱の つ し 据え いうこ であ 一方で インバウンド等の観光客誘

致 つ たい いう地域の思いの表 であ  

このよう 地域の道路 おけ 道路附属物等 必要最小限の設置 留 設置す

場合 おい 地域の歴史的価値を損 わ いよう で け目立た いよう 規模や形

状 色彩の工夫を行うこ を基本 す  

［地域・道路の例］ 

・歴史的価値の高い施設周辺の道路

・重要伝統的建造物群保存地区等 つ の宿場 や門前 等歴史的価値 高い街並 形成

さ い 地域

・ く らの街道や参道 歴史的 価値の高い道路

・ 歴史的風致維持向上計画 の重点区域内の道路 

・ 日本遺産 のル ト上 あ 道路  等 

■歴史的街並みが形成されている地域■歴史的価値の高い施設周辺の道路

■歴史的な街並み 、街並みとしての統一

性に優れ、落ち着いた色調を有している

ことが多い

■歴史的な街並みを阻害しない ンプルな

道路空間が形成されている
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３ 遠景、中景、近景を問わ 、山岳や景勝地、田園、海な が望め、眺望に優れた道路 

山岳や景勝地 田園 海 望 眺望 優 た道路で そ らの眺 を阻害し いこ

道路附属物等の基本であ  

 

［地域・道路の例］ 

・自然公園(国立公園 国定公園 県立公園等)内の道路  

・地域を代表す 山岳への眺望 得ら 道路  

・ 日本風景街道 内の主 ル ト  

・その他 地域の景勝地や田園や海 への眺望 得ら 眺望 優 た道路  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

その他、地域の人にとって特別な意味のある地域・道路 

外部の人 わ くい 地域の人々 大切 地域や道路 いう の

存在す 例え 優 た形姿を有し い わけで い 地域の人々 長年大切 し

た集落近く 広 山の風景を有す 地域 あ い 現在 一般の住宅等 立ち並 でい

つ 街道や参道 し 利用さ た道路等 その地域の人々 特別 意味を持

い 地域・道路等 挙 ら  

こ らの地域･道路 外部の人で 気付 くいた あら 地域意見の聴取等を行

たうえで 道路整備 し の今後の対応を検討す 必要 あ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■地域を代表する山岳への眺望が得られる道路 

 

■自然公園内の道路 

  

■地域の意見 ら追分が復元された例 

地域の有志が つての追分の様子を文献 ら

再現、それを行政が支援して追分が復元された 
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第３章 道路附属物等のデザイン 

道路空間 道路本体 加え 防護柵 の道路附属物等や 電気設備の地上機器 の

道路占用物件 様々 施設 設置さ い 道路の景観 沿道の街並 等の景観 こ

らの施設 つく す景観の両者 ら構成さ 多数設置さ 道路附属物等 道路の

景観 与え 影響 わ 大 い そのた 景観計画等の上位計画 配慮し ら 周辺

の景観 融和す こ 求 ら  

道路附属物等 そ 果たすべ 機能 異 形状や設置場所 異 そ

の道路附属物等 求 ら 機能を満足させ 合理的で洗練さ た形状 周辺景観を引 立

色彩を具備す 必要 あ  

同一種類の道路附属物等 おい 形式や形状 異 の 多数あ 設置 際し

そ ら ら選択し 設置す こ し し 景観的 基調を同 くす 一定の道路区間

おい 形式や形状・色彩 異 同一種類の道路附属物等 防護柵でいえ 白色ガ ド

レ ル グレ ベ ジュガ ドハイプ を漫然 設置す 道路景観の連続性 損 わ

こ このよう 例 同一の路線であ 整備時期 異 場合 見ら

こ 多い 道路附属物等の設置 あた 空間や場所をよく考えた対応 求 ら

 

また 国道や県道 の道路管理者の違い よ 形式や形状・色彩 異 同一種類の

道路附属物等 使わ こ 多い し し 道路利用者 管理者 異 認識

さ い路線や交差点部 おい このよう こ 生 道路景観の連続性 損 わ

ほ 交差点の景観 混乱を たすこ 良好 道路景観創出のた 道路管理者

間の調整 必要であ  

道路空間 おい 防護柵や照明 標識 の複数の道路附属物等 設置さ た え

照明施設のデザイン け 優 い その他の施設のデザイン 劣 い 良好 道

路景観の創出 望 い 良好 道路景観創出のた こ らの施設間でのデザイン 脈

絡を持たせ 努力 求 ら  

 第３章で 各道路附属物等のデザイン 施設間のデザイン調整 関す 方法を ま

た  
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３-１ 防護柵 

連続的 設置さ こ で効果を発揮す 防護柵 道路附属物等の で最 設置さ 延

長 長いた 防護柵 つく 出す表情 道路景観上 わ 重要であ また車両用防護柵

車両の路外逸脱等を防止す 施設であ た 転落等 よ 大 被害 想定さ 海岸や山岳

河川沿い等の景観 良好 区間 設置さ 場合 多いこ ら 安全性を担保しつつ道路 ら

周辺への眺望を確保す こ 求 ら  

 

３- -  防護柵設置の 断と対応 

防護柵の設置 あた 別途定 ら い 防護柵の設置基準／平成 16 年３月 国土

交通省道路局 基 くこ 前提 実際 必 し 必要性の高く い場所 防

護柵 設置さ その存在 よ 道路景観を煩雑 し い 例 少 く い  

ここで １ 防護柵設置の必要性の判断のポイントを整理す さら 防護柵 よら

い対応 し ２ 他施設 よ 代替の方法 ３ 防護柵を必要 し い道路構造の検討

つい 示す  

 

防護柵設置の必要性の 断 

ポイン  

・防護柵 必 し 必要で い場所 設置さ その存在 道路景観を煩雑 し い 例

少 く い このよう 防護柵の本来的 役割 必要 さ い場所 防護柵を設

置し いこ 基本であ  

車両用防護柵 つい 防護柵の設置基準・同解説／平成 28 年 12 月 日本道路協会

主 し 車両の路外への逸脱 よ 乗員の人的被害や第 者への人的被害( 次被害)の

防止を目的 し 設置すべ 区間 定 ら い た 参考 す こ 基本であ

例え 盛土 崖 擁壁 橋梁 高架 の区間 つい 路外危険度 高い区間 示さ

お 設置の必要性を判断す 際 参考 下図参照  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■路外 険度の高い区間 出典：防護柵の設置基準・同解説／平成 28 年 12 月 日本道路協会  

 

・既設防護柵の必要性の判断 段の道路管理の で のよう 区間 のよう 防護

柵 設置さ い を確認したうえで行うこ 基本であ  

注 法勾配ｉ：自然のままの地山の法面の勾配 盛土部 おけ 法面の勾配および構造物 の関連 よ 想定した

法面の勾配を含 垂直高さ１ 対す 水平長さＬの割合をいう ｉ＝Ｌ／Ｈ  

路側高さＨ：在来地盤 ら路面までの垂直高さをいう  

13



 

 

・必要性 い 判断さ 区間 既 設置さ い 場合 次回の更新時 撤去 含

検討す こ を基本 す  

 

具体的方法の例  

○沿道特性 応 た判断 

・市街地・郊外部や自然・田園地域での一般道路で 単 車道 歩道の分離を目的 し

歩車道境界 設置さ た車両用防護柵 縁石 ボラ ド等で代替可能であ 車両用防

護柵の設置の必要性 低い 3-1-1 2 参照  

・一般道路の市街地区間で 中央帯や歩車道境界 植樹帯 横断防止柵を併用し い 例

多く ら 植樹帯の高さ 密度 幅等 歩行者の横断を物理的 防止で 場合

横断防止柵設置の必要性 い 3-1-1 2 参照  

・自然・田園地域の盛土や崖等の道路区間で 法勾配 緩い しく 路側高さ 低い(路側

の地盤 の高低差 小さい)場合 車両の路外への逸脱 よ 乗員の人的被害の防止を

目的 す 車両用防護柵の設置の必要性 低い  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

■車道と歩道の分離を目的とする場合 、必

しも防護柵 ある必要 無く、縁石やボ

ラード その機能を担保 る 

 

■植樹帯と横断防止柵とが併用されている例 

 この場合、横断防止柵設置の必要性 ない 

 

■路側高さ(在来地盤 ら路面ま の高さ)

が低い場合に 、車両の路外への逸脱によ

る乗員の人的被害の防止を目的に設置さ

れる車両用防護柵を設置する必要 低い 

 

■地被類 修景した歩車道分離の例 
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景観に優れた他施設による代替 

ポイン  

・防護柵の設置目的 必 し 防護柵本来の機能を求 ので い例 あ い 防護柵本

来の機能 求 ら 場所であ 景観 優 た他の施設で安全性を確保可能であ 例

多く見 けら 防護柵を景観 優 た他の施設で代替す こ 適切 場合 そ

らを用い こ 基本であ  

・また 既存の防護柵 つい 他施設で安全性を確保す こ 可能 場合 更新時

等 併せ 景観 優 た他の施設へ替え こ 基本であ  

 

具体的方法の例  

・主 市街地・郊外部 おい 植栽やボラ ド等 よ 安全性を確保で 場合 あ  

・歩車道境界や中央帯 設置さ 横断防止柵 歩行者の横断を物理的 防止で こ

可能 既存の植樹帯 低木 込 等 あ 植樹帯で代替可能であ お 場所 よ

育成 差 生 場合 あ ので 必要 応 補植す こ を含 適切 維持管理

必要であ  

・中低木を植栽した植樹帯を新設す 場合 樹木 生育途中であ た 横断防止機能を

担保で い場合 あ その際 樹木 育成す までの数年間 間伐材 を利用し

た木製防護柵等を設置す こ 考えら  

 た し 横断防止機能を発揮で 大 さや密度 遉した段階で 既存の横断防止柵 撤去

を行うこ 必要  

・沿道出入口 多く 防護柵 細切 設置さ 場合 ボラ ドの設置 有効であ  

・歩行者の巻 込 防止を目的 し 交差点等 設置さ 防護柵 縁石やボラ ド等 よ

代替可能 場合 あ  

 

 

 

■沿道出入りを確保するため細切れに設置さ

れている車両用防護柵の例 

 必 しも車両用防護柵 ある必要 なく、

ボラード等による代替が可能 ある 

 

■ ンプルな形状のボラードを歩車道

境界に設置している例 

 沿道出入口により防護柵が断続的に

なる場合 ボラードも有効な選択肢

の一つ ある 
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３ 道路の新設時、改築時における景観的配慮 

 

ポイン  

・道路の新設時 改築時 おい 道路構造を検討す 際 安全性や経済性の検討 加え

景観的配慮を行うこ 基本であ この段階 おけ 防護柵の景観的配慮 防護柵の

設置を必要 し い道路構造を検討対象 す こ 含ま  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的方法の例  

○法面の緩傾斜化を図 路側高さを低くす  

・道路の新設時 改築時 おけ 景観的配慮の例 し 道路の盛土区間 おけ 法面の緩

傾斜化や 路側の地盤 の高低差を小さくす こ (道路の縦断線形の変更 可能 場合)等

よ 車両の路外への逸脱 よ 乗員の人的被害の防止を目的 す 車両用防護柵を必要

し い道路構造 す こ 等 挙 ら  

・た し 検討 あた 経済性や 車両 路外 逸脱した場合 当事者および法面下の

第 者 人的被害を及ぼさ い等の安全性 つい 留意す 必要 あ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
■防護柵がない方がすっ りとした印象となる 

 

 

 

 

 

 

 

■道路の盛土区間等 、路側高さ(在来地盤 ら路面ま の高さ)を極力抑え、法

面の緩傾斜化を図ることにより、車両用防護柵を必要としない道路構造とするこ

とが可能 
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３- -  防護柵のデザイン方針

ここで 設置す 防護柵のデザイン方針 し １ シンプル 形状 付加的 装飾の抑

制 ２ 透過性への配慮 ３ 存在感の低減 ４ 人 の親和性 配慮したデザイン 材質

つい 示す  

ンプルな形状(付加的な装飾の抑制) 

ポイン  

・防護柵 構造的・機能的 必要最低限の部材で構成さ たシンプル 形状であ こ 基

本であ

・地域イメ ジの直接的 表現(地域の特産物を表現したレ フの設置や絵を描くこ )を

す 付加的 装飾 防護柵 おけ 景観的配慮 言え い 防護柵 本

来有す 機能を損 うおそ あ た 避け こ 基本であ

以下 防護柵 おけ 具体的 方法を示す 車両用防護柵 つい 下記の全 配慮

す こ 必要であ 歩行者自転車用柵 つい 下記の 支柱間隔を等間隔 す 絵

を描 い レ フ等を付け い 特 配慮す こ 必要であ  

お 剛性防護柵 コンク ト製壁型防護柵 つい 道路構造 一体 たシン

プル 形状であ た ３ 存在感の低減 おけ 形状面の工夫の項目で記述した  

具体的方法の例  

○道路方向 伸び ビ ム等を滑ら 連続させ

・防護柵 連続的 設置さ 施設であ 車両の円滑 誘導 いう機能的 観点 ら また

走行車両 らの眺 いう景観的 観点 ら 道路縦断方向 伸び ビ ム等 滑ら

連続し い こ 望ましい  

■ビー の連続性が軽快な印象を与え

ている

■ビー 上面が連続して、すっ りと

している
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○支柱間隔を等間隔 す

・防護柵の支柱間隔 変わ 煩雑 印象 た 構造的 要請 ら必要 場

合を除い 支柱間隔を等間隔 す こ 基本であ

○絵を描 い レ フ等を付け い

・地域の特産物等を表現したレ フの設置や 地域の行事の絵を描くこ 防護柵自体

周辺景観の で主張し過 景観的 決し 好ましいこ で い また 設置 あた

のコスト 割高 うえ 防護柵の破損時 おい 修繕 しいこ ら 絵を描

いこ レ フ等を付け いこ 基本であ

・地域 らの要請 よ 市 村のマ クや 地域のシンボル等を表現す 必要 あ 場合

防護柵 本来有す 機能を阻害し いこ 加え 周辺景観の で防護柵の存在 際

立つよう 過度 装飾や色彩 控え こ 基本であ 特 連続的 設置さ いう

防護柵の特性上 長い区間 わた こ らのマ ク 景観構成要素 し 繰 返し出現し

眺 ら こ こ ら 設置 あた 特段の注意 必要であ

■地域イメージを直接的に表現すること 、景観に配慮するということと 別次元

のこと あり、景観的に 決して好ましいこと ない

■防護柵の支柱間隔がみ りに変わると、煩雑な印象となる
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透過性への配慮 

 

ポイン  

・主 自然景観や田園景観 広 い 地域 おい 周辺への眺望を確保す 必要 あ

場合 透過性の高い形式 す こ 基本であ  

 

具体的方法の例  

○透過性の高い防護柵の形式 す  

・ガ ドパイプ ガ ドケ ブル等の透過性の高い形式 す こ で 外部への眺望を確保す

こ 可能であ  

・特 沿道景観の重要 要素 対し 車両の運転手や同乗者の視線を遮ら い高さ(位置) 防

護柵のビ ム 位置す よう 工夫す こ 望ましい  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

■透過性が高いガード ーブル      ■透過性が高いガードパイプ 

    

■防護柵更新前の状況           ■防護柵更新後の状況 

                      防護柵の透過性が高く、眺望に優れ 

 ※更新前の状況 ＣＧによる再現      ている 
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３ 存在感の低減 

 

ポイン  

・主 橋梁部や中央分離帯 設置さ コンク ト製壁型防護柵 表面 平滑 コンク

ト壁面 連続す た 面 し の存在感 強い またコンク ト 輝度 高いた

道路外部 らの眺 おい 目立 た存在 やすい このた 必要 応 コンク

ト壁面の存在感を低減させ 工夫を行うこ 望ましい  

 

具体的方法の例  

○コンク ト壁の高さを抑え  

・橋梁・高架の高欄 し 設置さ コンク ト製壁型防護柵 つい 上部 金属製の

トップレ ルを付加した車両用防護柵を用い こ よ コンク ト壁の高さを抑え

防護柵 し の存在感を低減す こ 可能であ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○コンク ト壁面の輝度を低減させ  

・橋梁・高架部 おい その外部景観 重要 場合 コンク ト壁面の輝度を下

こ 等の工夫 表面の洗い出し加工等 可能であ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■コンク ー 製壁型防護柵の

上部に、金属製の ップレール

を付加した複合型の形式の例 
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人との親和性等に配慮したデザイン、材質 

 

ポイン  

・歩道 設置さ 道路で 防護柵 歩行者の間近 存在す こ また歩行者 防護柵

直接触 こ 対す 配慮をバ アフ 等の観点 ら行うこ 基本であ  

・温 を感 させたいよう 地域や 木造の歴史的構造物の周辺 木造の伝統建築物 集積

し い 街並 緑の多い地域 おい 木製の防護柵を用い こ 考えら  

 

具体的方法の例  

○防護柵の歩道側の面を歩行者 表側の面 し 感 させ  

・車両用防護柵の場合 歩道側 支柱 車道側 ビ ム 設置さ た 歩行者側 防護柵

の裏側の面 し 感 ら 場合 多い 防護柵の歩道側面 歩行者 表側の面 し

感 ら た の工夫 し 歩道側 おけ 手摺 ビ ムの設置 トップビ

ムの位置や取 付け方の工夫等 あ  

 例 バ アフ の観点 らの歩道側 おけ 手摺 ビ ムの設置  

     トップビ ムの位置 取 付け方の工夫 車両用防護柵の場合  

   トップビ ムの位置の工夫 歩行者自転車用柵の場合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
■歩道 ら見ると、裏面としての印象

が強い 

 
■手すりともなるビー を取り付け

た例 

  

■防護柵の上端に設置された ップビー が支柱の頂部を覆っているため、歩道

側 ら見たと に、裏側 あることの印象が緩和されている 
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○ボルト・ ット等の突起を抑制す  

・防護柵のボルト・ ット類の突起 心理的 不快感を生 させ 安全上 好ま

しく いた 極力避け こ 基本であ  

・具体的 バ アフ の観点 らボルト ット類の突起 ビ ムの上面や歩道側面

露出し いこ 数 少 いこ 丸 を帯びた形状であ こ 基本であ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○歩行者の衣服や鞄類 防護柵 引 ら い端部形状 す  

・車両用防護柵の端部処理 つい 防護柵の設置基準 おい 車両衝突時 乗員 与

え 影響 大 いこ ら 路外方向へ曲 こ 等 示さ い  

・歩行者の利用 想定さ 歩車道境界 設置さ 防護柵の場合 バ アフ の観点

ら 端部用の曲線部材やビ ムの突出を抑え 板等の利用 よ 歩行者の衣服や鞄類

引 くい端部処理の工夫を行うこ 基本であ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

■ビー と支柱の接合部を工夫することにより、ビー 上端のボル の突起を廃

し、滑ら な形状とした例 左写真：ビー 内部のイン ース ーブ 部材を

接合した例、右写真：皿ボル を採用した例) 

下端部のボル も丸みを帯びた形状とし、やわら な印象としている 

  
■歩行者の衣服や鞄類が引っ りにくい防護柵の端部処理の例 
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○材質を工夫す  

・歩行者自転車用柵(歩車道境界の横断防止柵 路側の転落防止柵) つい 歩行者の手触

感を向上させ た 木材等の手触 感 優 材質 す こ 考えら た し

木材 表面の平滑さを保持で のを用い こ 過度 大 さや重量感を与え の

ら いこ 等の配慮 必要であ  

・また 木材 特有の温 感や人 の親和性 あ こ らを活 した木製防護柵を用い

こ よ 温 を感 させ 地域景観を形成す こ で 歴史的 木造構造物の

周辺 木造の伝統建築物 集積し い 地域また緑の多い公園等 木材や樹木 景観の基

調 た 木製防護柵を用い こ よ こ ら地域 融和し また人 の親和性

高ま その際 地域の間伐材を利用す こ 考えら  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

■高欄に木製の手すりを取り付けた例 
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３- -３ 防護柵の色彩設定 

良好 景観形成 配慮した防護柵の色彩 地域の特性 応 た適切 色彩を選定す こ

基本であ その際 あ 一定のエ ア おい 統一感を確保す た マスタ プラ

ンを策定す こ 基本であ 4-1 参照 また 既 設置し あ 他の施設や防護柵を設置

す 橋梁等の構造物 の関係で個別 色彩を選定す 場合 そ らの色彩 の調和を考慮し

選定を行うこ 必要  

防護柵の色彩 そ の地域の特性 応 検討すべ であ 本ガイドラインで

一般的 国の自然や風土 建築物等 の融和性の観点 ら 景観 配慮す 際の防護柵の

基本 す 色彩を提示した 具体的 マンセル表色系の色相 10YR(イエ レッド)系の色

彩 した こ 国の伝統的 街並 や現代の建物の外壁 10YR 系の色彩 基調色

い 場合 多いこ 国の自然の土や岩 樹木の幹の色彩 つい YR 系の色彩

であ 場合 比較的多いこ また同 色相の色彩を用い 明度や彩度 異 互い

調和しやすいこ を考慮した のであ  

 

鋼製防護柵の色彩選定 つい 表 3-1.1 および表 3-1.2 鋼製防護柵 基本とする色彩

選定の考え方 示す  

 

鋼製防護柵について 

表 3-1.1 鋼製防護柵 基本とする色彩選定の考え方 

      形 式 

 

 

 

地域特性 

塗装面が比較的小さい 

防護柵 

塗装面が比較的大 い 

防護柵 

・ガードパイプ形式の車両用防護柵 

・パイプ 構成された歩行者自転

車用柵 等 

・ガードレール形式の 

 車両用防護柵 等 

共 通 地域の特性に応 た適切な色彩を選定することが基本 あり、

下表以外により適切な色彩があれ 、その色彩を採用する  

市街地・郊外部 ・ダーク レー 

・ダークブラウン 

・ レーベージュ 

・ レーベージュ 

自然・ 

田園 

地域 

樹林地 ・ダーク レー 

・ダークブラウン 
・ レーベージュ 

開放的 比較的明るい

色彩が基調な海岸部、田

園地帯 

・ダークブラウン 

・ レーベージュ 
・ レーベージュ 

歴史的建造物の周辺や歴史的街並

みが形成されている市街地 
・ダーク レー 

・ダークブラウン 

ガードレール × 

※ガードパイプ形式 同左

を基本とする 

＜注記＞ ・塗装面が比較的大 いガードレール形式の車両用防護柵を自動車専用道路等に設置す

る場合に 、 亜鉛メッキ も含めて検討する  

・周辺が比較的明るい色彩を基調としている地域や近接して亜鉛めっ の道路附属物等

が設置されている場所等において 、オ レーも候補色に加えて検討する  

・10YR 系の色彩以外 、自然とな み深い樹葉色 ある緑色を用いる場合に 、比較的

明度、彩度の低い色彩とすることが望ましい  
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表 3-1.2 鋼製防護柵 基本とする色彩選定の考え方 

基本色名称 標準マンセル値 

ダーク レー(濃灰色) 10ＹＲ3.0／0.2 程度 

ダークブラウン(こ 茶色) 10ＹＲ2.0／1.0 程度 

オ レー(薄灰色)  5Ｙ7.0／0.5 

レーベージュ(薄灰茶色) 10ＹＲ6.0／1.0 程度 

 

アル 製防護柵やス ンレス製防護柵について 

・アル 製防護柵やステンレス製防護柵 つい 素材その のの色彩を活 すこ を基

本 す た し 特 周辺景観 の融和を図 た 電解着色や焼 付け塗装等を行う

場合で つ防護柵を設置す 道路周辺の基調色 一般的 国の街並 や自然の土

や岩 樹木の幹等で基調 い YR 系を中心 した色彩の場合 １ 鋼製防護

柵 おい 基本 した塗装色 近い色彩 す こ を基本 す お 電解着色で

再現で い色彩 関し 塗装等で対応す の す  

 

３ コンク ー 製防護柵について 

・コンク ト 経年変化 よ 色合い 変化し 徐々 景観 馴染 でく 素材であ

このた コンク ト製防護柵 つい 塗装 行わ 素材 本来有し い

色彩その のを活 すこ 基本であ  

 

木製防護柵について 

・公共建築物等木材利用 進法を踏まえ 木製防護柵を設置す ケ スあ 木製の車両用

防護柵 支柱 鋼製あ い コンク ト製の場合 多い 前者 １ 鋼製防護柵

同様の考え方 コンク ト製 素材の色彩 前項 ３ 参照 す の 基本であ  

・塗装や防腐処理を行う際 素材その のの色彩や木目等 活 さ よう 配慮す

こ 基本であ  
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３- -  視線誘導への配慮 

 

ポイン  

・急カ ブ 連続す よう 箇所および濃霧等 発生しやすい道路区間 おい 視線誘導

を確保す こ 望ま 視線誘導の方法 車道外側線の明示 視線誘導標の設置

あ また こ らの区間 おい 防護柵の設置 必要 場合 防護柵 つい

地域特性 応 た景観への配慮を行い適切 形状 色彩を採用し 視線誘導 つい 視線

誘導標等 防護柵以外の手段 よ 確保す こ を基本 す  

・視覚障害者の誘導 つい 配慮す 必要 あ 場合 関係者の意見を踏まえ 視覚障害者

誘導用ブ ックの設置等適切 措置を講 こ を基本 す  

 

具体的方法の例  

○車道外側線を高輝度区画線 す  

・車道外側線の視認性を高 た 区画線 ドットラインを設けた 高屈折率ガラス

ビ を散 す の工夫を施した高輝度区画線を用い こ 考えら  

○視線誘導標や反射シ ト等を設置す  

・視線誘導を確保す こ 望ま 区間 おい 防護柵への視線誘導標の設置 3-5 5  

参照 反射シ トの支柱への巻 付け等を行う  

・歴史的建造物の周辺や 歴史的街並 形成さ い 地域 沿道 良好 風景 広

い 地域等で 視線誘導標の設置 よ 周囲の景観を阻害す よう 場合 あ このよ

う 場合 反射シ トの支柱への巻 付け よ 視線誘導機能を確保す こ 望ま

しい  

・視線誘導標の設置や反射シ トの支柱への巻 付け等を行う場合 あ 景観を阻害し

いよう配慮す 必要 あ 具体的 視線誘導標や反射シ ト べく光の反射

率の高い のを用い こ で その大 さ 色 設置位置等を工夫し 昼間 おい 目立

ち くくす こ 望ましい お 視線誘導標 つい 別途 視線誘導標設置基準／

昭和 59 年４月 国土交通省都市局 道路局 定 ら い  

○視覚障害者誘導用ブ ックを設置す  

・視覚障害者誘導用ブ ックを設置す 場合 増補版 道路の移動等円滑化整備ガイドライ

ン／平成 23 年８月 国土技術研究センタ を参考 す よい また 視覚障害者誘導用

ブ ックの色彩 つい ３－ ８ 舗装 を参照さ たい  

  

 

 

 

 

 

 
■防護柵の支柱に反射 ー を巻 付けること

により、視線誘導を確保している例 
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３-  照明 

３- -  車道照明柱のデザイン方針 

道路照明施設設置基準・同解説／平成 19 年 10 月 日本道路協会 で 連続照明の照

明方式 原則 し ポ ル照明方式 す し お 土工部や橋梁部で こ を基本

す  

た し トンネルや函渠で 構造物取付照明方式 路外への漏 光 配慮 必要 橋梁部

で 高欄照明方式 および広範囲への照射 必要 道路休憩施設や駅前広場等で ハイマス

ト照明方式 考えら た 道路構造や交通状況等 よ 適切 方式の選択 望ま  

以下 一般的 ポ ル照明方式のデザイン方針 つい 記載す  

 

配置 

ポイン  

・機能の異 道路附属物等 無秩序 配置さ 道路 し の一体感 損 わ た

配置検討 植栽や標識 歩道橋等のその他の道路附属物等の配置計画 同時 行うこ

を基本 す  

 こ 一般 照明の基準値を満足させ 2D の平面図での検証で十分であ のの

照明 その他の道路附属物等 近接した場合 不適切 影 路面 落ち 実際 基準

値を満たさ い等 交通安全 支障を たす恐 あ た で あ  

 

具体的方法の例  

・ わけ様々 道路附属物等 設置さ 交差点部を含 道路標識等 極力一体化し

煩雑 ち 道路景観 おけ 構成要素を最小限 す こ 望ましい  

た し 共架す 道路附属物等 灯具の離隔 小さい場合 路面の明 さ 損 わ

場合や標識の視認性 低下す 場合 あ 追加添架す 場合 特 留意 必要であ  

  

 

■灯具と道路附属物等が近接した例 

 共架する道路附属物等と灯具の離隔が小さい場

合 、不適切な影が路面に落ちる 

 標識の視認性が低下する可能性がある 

 
■信号機と照明を一体化した例 

 交差点内の道路附属物等が集約され、すっ りと

した印象を与える 
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照明柱・灯具形状 

照明柱 
 

ポイン  

・道路照明 道路空間の脇役であ こ を踏まえ 昼間景観 おけ 存在感 配慮し 柱

灯具のバランス つ 極力シンプル デザインを基本 す  

・灯具まで出幅 あ ア ム付 ポ ル 出幅の い 直線ポ ル 大別さ

LED 照明の性能向上 よ 車線数 多い場合で 直線ポ ル 基準値を確保で

よう い ポ ルの設置位置や街路樹の影響等 ら ア ム付 ポ ル 効

率的 場合 あ た 道路構造 応 適切 ポ ルを選択す こ を基本 す  

 

具体的方法の例  

・新設の場合 目標 す 基準値を確保す た 灯具の光源や光束 灯具取付け高さ

配置 周辺景観 馴染 ポ ル形状を選択す こ 基本であ  

 道路景観整備等 関す 検討 し オ ジ ル形状を検討す 場合 この限 で い  

・更新の場合 山間部等 あ 局部照明で 単体で見ら こ を意識し 当面の間 極

力既存ストックを活用す こ す また 連続照明の場合 形状の異 ポ ル

1 本で 混入す 景観的 連続性を欠くた 形状を統一させ こ を基本 す  

 

灯具 

 

ポイン  

・発光部 大 く光源 直接見え の 事前 グレアの影響 い 確認を行う必要

あ ほ 無駄 光 上方 拡散し効率よく路面を照らさ い等の形状の特長を理解し

灯具を選定す 必要 あ  

・照明 らの光 周辺住宅内の生活者 周辺の樹木 農作物 生物の生育・生存 有害

影響を及ぼした 天文観測 支障を生 た し いよう 配置や器具配光 配慮す

必要 あ 例え 住宅地域 で 発光面の輝 光害 い た居住者の睡眠や活動

の妨 の要因 得 この様 場合 悪影響 生 考えら 方向への照

明器具の輝度あ い 光度を規制す の 望ましい  

 

具体的方法の例  

・上方 無駄 光を拡散させ い 路面を効率よく照らすカットオフ型等の下方光束を基本

し 極力グレアを感 い灯具を採用す こ を基本 す  

 道路景観整備等 関す 検討 し オ ジ ル形状を検討す 場合 この限 で い  

・生態系等への配慮で 適宜ル バ 等の装着 農作地等の近傍 誘虫性への配慮で 光

源選定や波長制御等の検討 必要であ  

・LED 照明の場合 ランプ交換 で 灯具毎の交換 の 多いた 命到遉時

の交換方法 配慮し 設計す 必要 あ  
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・道路植栽 存在す 場合 明 さのバランスを確保す た 灯具取付け高さを下

こ 考えら  

 
※国道 号大磯松並木区間への低位置照明導入と有効性検証 横浜国道事務所 より抜粋 

 

参考 用語説明 

グレア：視野の不適切 輝度分 また 極端 輝度対比 よ 生 感覚であ 不快感および

見 能力の低下を伴う グレア その生 方 よ 直接グレア 反射グレア あ

こ らのグレア 視認性の低下や事故 の原因 ので 抑制す の 望ましい   

お 道路照明で 不快グレア 視機能低下グレアのうち グレア よ 視機能低下

視認性 影響し い程度 抑制さ い 不快感を生 こ い し 視機能低

下グレア TI 値 規定の対象 い こ 生理的 視機能を低下させ の

であ 視野内 まぶしい の あ 眼の中で光の散乱 生 こ 視覚情報の イ

見え方を妨 のであ  

 

 ■灯具取付け高さの調整 

 道路植栽による明 りの ラを減らすため、 レアを抑えた灯具にて灯具取付け高さを調整した例 
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３- -  歩道照明柱のデザイン方針 

車道照明 よ 歩道の基準値を確保す こ を基本 す 歩道幅員 広い場合等の

車道照明 けで 基準値の確保 しい場合 設置す のであ  

ポ ル照明方式のほ 連続照明 す 場合 防護柵のトップレ ル内蔵のライン

照明や支柱内蔵 車止 よ 低位置照明 あ 沿道の外部条件や漏 光への配慮

地域の用途 居住系 商業系等 ら目指すべ 光環境 応 適切 選択す こ  

以下 一般的 ポ ル照明方式のデザイン方針 つい 記載す  

 

配置 

ポイン  

・道路空間 対す 施設の乱立を避け た 車道照明 整合性のあ 配置を基本 す  

 

具体的方法の例  

・連続照明 車道照明の配置を意識し ら配置 ッチを検討す 等 整然 配置す

また 林立を避け た 車道照明への共架を検討す  

・信号機等 極力一体化を図 こ 望ましい 車道照明よ 共架す 道路附属物等 灯

具の離隔 小さいた 路面の明 さ 損 わ いよう 配慮 一層必要であ  

・既 車道照明 設置済 の路線 商店街の装飾灯等の占用の街路灯を追加整備す 場

合 車道照明の更新予定を踏まえ 配置を検討す 必要 あ  

 

照明柱・灯具形状 

照明柱 

ポイン  

・車道照明 同様 道路空間の脇役であ こ を踏まえ 柱 灯具のバランス

つ 極力シンプル デザインを基本 す  

 

具体的方法の例  

・車道照明 同様 目標 す 基準値を確保す た 灯具の光源や光束 灯具取付け高

さや配置 周辺景観 馴染 ポ ル形状を選択す こ 基本であ 道路景

観整備等 関す 検討 し オ ジ ル形状を検討す 場合 この限 で い  

 

灯具 

ポイン  

・車道照明 同様 周辺の生態系や誘虫性への配慮等の沿道への影響 十分 配慮し 漏

光や上方 無駄 光を拡散させ い 灯具を選定す こ を基本 す 車道照明 比

べ 民地側 設置さ た 特 留意 必要であ  
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具体的方法の例  

○カットオフ形 

・グレアレス性能 優 効率の良い反射板 よ 配光制御さ た光 光源の出力を最大

限 活 し ら目 優しい快適 屋外環境を創 出すこ ので 灯具形式であ  

・効率 路面照度 および均斉度の確保 セ カットオフ形よ やや劣 た グレア

照度確保のバランスを現場周辺の状況 交通状況 地域特性 を考慮し ら選定し

いくこ 望ましい  

○セ カットオフ形 

・比較的グレアレス性能 優 効率の良い反射板 よ 配光制御さ た光 光源の出力

を最大限 活 し ら目 優しい快適 屋外環境を創 出すこ ので 灯具形式であ

 

・灯具 よ 採用で 光源Ｗ数 幅 あ 大形 イ の光源を選択す グレア

増すこ あ 現場周辺の状況 交通状況 地域特性 を考慮し ら選定し い

くこ 望ましい  

○発光形 

・繁華街や公園 多くの歩行者用屋外照明灯 し 採用さ い 灯具形式であ  

・灯具本体 発光す こ よ 見た目の明 さ感や動線上の誘導効果 合わせ持 い

配光 全方向 光を照射で 傾向 あ た し 周辺の照度 の関係 よ

非常 眩しく感 場合 あ い場所や住宅地付近での設置を検討す 際 高さや

光源Ｗ数の選択を慎重 行うこ 望ましい  

○反射形 

・意匠的 灯具形式 基本的 光源 直接目 触 い位置 設置さ 灯具のた

グレア 抑制さ た灯具形式であ  

・照射さ 配光 間接照明の ら 拡散光 ので 比較的 広範囲 わた 均斉度

よく光を照射で 配光を つ傾向 あ  

 

 

○その他 

・道路景観整備等 関す 検討 し 防護柵内蔵や低位置照明を採用す 場合 隣接す

車道のドライバ 対す グレア 留意 必要であ  

・道路照明 同様 LED 照明の場合 ランプ交換 で 灯具毎の交換 の 多

いた 命到遉時の交換方法 配慮し 設計す 必要 あ  

         

カッ オ 形             セ カッ オ 形        発光形               反射形 
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・低位置照明 ポ ル照明 比べ 維持管理 おけ 高所作業を伴わ いこ 隣接地へ

の漏 光を抑えたい場合 有利であ た 検討対象 加え こ 望ましい  

  

 

 

■高欄の縦桟内蔵照明 

 ポール照明の管理の手間を軽減するとともに、新

しい灯りの姿を実現する 

 

■灯具一体型のポール照明 

 ポールと灯具の組み合わせの従来型の照明柱と

、異なる新しい形状の照明柱 
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３- -３ 照明柱の色彩設定 

ポイン  

・照明柱 防護柵や標識柱等の道路附属物等 一体で道路景観 し 認識さ こ 配

慮し 基本的 防護柵 の色彩の調和を図  

・防護柵の色彩 同様 3-1-3 参照 地域の特性 応 た色彩を個々 選定す こ

基本であ  

 

照明柱の色彩選定 つい 表 3-2.1 および表 3-2.2 照明柱 基本とする色彩選定の考

え方 示す  

表 3-2.1 照明柱 基本とする色彩選定の考え方 

       

 

地域特性 

照明柱 

共 通 地域の特性に応 た適切な色彩を選定することが基本 あり、

下表以外により適切な色彩があれ 、その色彩を採用する  

市街地・郊外部 ・ダーク レー 

・ダークブラウン 

・ レーベージュ 

自然・ 

田園 

地域 

樹林地 ・ダーク レー 

・ダークブラウン 

開放的 比較的明るい

色彩が基調な海岸部、田

園地帯 

・ダークブラウン 

・ レーベージュ 

歴史的建造物の周辺や歴史的街並

みが形成されている市街地 
・ダーク レー 

・ダークブラウン 

＜注記＞・支柱径が比較的大 い Φ300 ㎜以上 柱、もしく 自動車専用道路等 、 亜鉛メッキ

も含めて検討する  

・周辺が比較的明るい色彩を基調としている地域や近接して亜鉛めっ の道路附属物等が

設置されている場所等において 、オ レーを候補色に加えて検討する  

 

表 3-2.2 照明柱 基本とする色彩選定の考え方 

基本色名称 標準マンセル値 

ダーク レー(濃灰色) 10ＹＲ3.0／0.2 程度 

ダークブラウン(こ 茶色) 10ＹＲ2.0／1.0 程度 

オ レー 薄灰色  5Ｙ7.0／0.5 

レーベージュ(薄灰茶色) 10ＹＲ6.0／1.0 程度 
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具体的方法の例  

・灯具やポ ルのほ 分電盤等の関連施設 同系色での塗装 し 塗 分け 行わ い

・道路景観整備等 関す 検討を行う場合の塗装色 前表 限ら 選定で この際

で 路線や地区の統一感への配慮や 素材の特性を活 す 美観維持の観点 ら

破損時の部分補修 踏まえ 塗装色を選定す こ 望ましい

また 前表の推奨色以外を選定す 場合 歩道舗装 アスファルト舗装の場合を除く

よ 明度の低い色彩を基本 す 形状 線的であ こ らシルエット やすい

た 明度 低す 場合 硬く冷たい印象 やすいこ 留意す 必要 あ

・新設の ら 維持管理の塗 替え おい 前表 基い 塗装色を選定す また

塗装 一般的 アク ル樹脂塗装の場合 期待耐用年数 10 年程度であ た 美観維持

の観点 ら 適切 時期 塗 直しを行う必要 あ

お 塗 替え時 柱全体で同 色彩 よう 調整 必要であ

・グレ ベ ジュ等の明度 高い塗装色 反射率 高く 夜間景観 おい 照明柱の存在

を強調す 可能性 あ た 検討 必要であ

このた 基本的 防護柵 の道路附属物等 の整合を図 照明 防護柵 高

さ 異 こ ら 前表 挙 た色彩であ 必 し 同色であ 必要 い

■暗色 夜間景観 も照明柱が主張されること

ない

■明色 反射率が高く照明柱の存在が際立つ

列柱として主張させる場合 この限り ない

ポール塗装色：ダークブラウン系 5YR ポール塗装色：明るい灰色 N8 5 程度
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３- -  夜間景観 照明 の方針 

人々の欲求の変化 都市開発の推進・充実 伴い 道路照明 交通安全や防犯等の基本的

機能 加え 光害防止や省エネ等環境への配慮 夜景演出等快適 つ魅力的 環境 く

への貢献 求 ら い  

交通安全等 関係す 照度や路面輝度等の明 さ 対す 基準 JIS の照明基準等で定 ら

い 沿道景観 配慮した望ましい色温度や演色性 対す 公的 基準 無く 先進的

地方自治体 照明学会等の成果を踏まえ 定 い の 現状であ 下表 照明 求

ら 目的 対す 基準の一覧であ  

表 3-2.3 夜間照明の目的と手法および基準一覧 

目的 手法・配慮事項 基準類 

交通安全 

犯罪防止 

・路面の明 さ 明 さの均一性 路

面輝度および均斉度 照度等  

・視機能低下グレアの抑制 

・視線誘導 灯具の取付高さ 配列

間隔等  

 

 

・日本工業規格 JIS  

・道路照明施設設置基準・同解説 

日本道路協会  

・歩行者の安全・安心のた の屋外

照明基準 照明学会  

・LED 道路･トンネル照明導入ガイ

ドライン案 国土交通省  

光害防止 

省エネ 

・上方拡散や漏 光の防止 夜空  

・不快 眩しさの抑制 安眠等  

・生態系への配慮 省エネ対策 

・光害対策ガイドライン 環境省  

・地域照明環境計画策定マニュアル

環境省  

景観照明 

夜景演出 

・街の個性を表現す 光色 色温度  

・色の見え方 演色性  

 

・ライトアップ照度の目安 国際照

明委員会  

・各地方自治体の創意工夫 

 

ポイン  

・ 道路照明施設設置基準／平成 19 年 9 月 国土交通省都市・地域整備局 道路局 等の基

準 従い 照明を設置す 場所・対象・目的 応 省エネル で適正 明 さ

を計画す こ 基本であ  

・道路照明 都市の夜間景観 おい 都市軸を示す役割を持 い ほ 光色 都市のイ

メ ジを創出しやすい このた 明 さの確保 加え 外部条件や沿道状況の現地確

認を踏まえ 対象路線以外 含 た路線や地域のマスタ プランを作成し 光色の設定や

相対評価 明 さのバランス 配慮した計画を行うこ 望ましい  

特 光色 つい 照明施設 よ 光色 周辺の光色 著しく異 場合 色順応 よ

違和感を持つこ あ こ らを避け た 現地確認を踏まえ 視野内 おけ

光色をで け一様 す こ 望ましい  

・更新 おい 現状の光環境の調査を踏まえ 突出した印象 ら い光色を選定す

こ 求 ら  
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具体的方法の例  

・光温度および演色性 外部条件や目的 応 太陽光 近い色や さを感 色を

選択で こ す その範囲 概 以下を目標 す 良い  

相関色温度：2,500～5,000Ｋ ，演色性：Ｒａ60 以上※ 

※農作地やビニ ルハウス等の近傍 おい 誘虫性 で け低い光源を選定

す 必要 あ 場合 この限 で い  

・従来 採用す 光源 よ 色温度 決ま いたこ 対し LED で 殆 の光色を

カバ で 従来の道路照明用光源よ 演色性 高く 調色・調光機能を持つ器具 存

在す た 積極的 検討す また 波長制御や色温度変換フ ルタ 等の装着 よ

技術的 誘虫性 下 こ 可能であ  

・色 よ 沈静効果や見通し 良い さ こ ら防犯効果 期待さ し 導入 始

ま た青色防犯灯 つい 照明学会 おい 検証で 効果 認 ら 犯罪防止対

策 し 設置 進 ら い 防犯カメラ画像の鮮明さや色の再現性 影響す た 道

路照明で 採用し いこ 望ましい ※ JIES-010 歩行者の安全・安心のた の屋外

照明基準／平成 26 年 一般社団法人 照明学会  参照 

参考 用語説明 

色温度：光源の色を表わす 単位：K ウソクの炎 約 2,000K 電球色の蛍光灯 約 2,800K 白

色の蛍光灯  約 4,200K 程度  

■自然光と主な光源の光色の代表例 

 

 

演色：物体の色 自然 太陽 光の下での色 基本 演色性 自然 太陽 光 し 物を

見た時 色の見え方を表現す の 演色性の評価 平均演色評価数 Ra で表現さ

JIS Z 8726  
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３-３ 標識柱 

標識柱のデザイン方針 

標識柱のデザイン その存在感を極力低減す こ し 最小限の設置 形態の洗練を検討

す こ を基本 す  

ポイン  

○存在感の低減：標識柱 道路情報板 道路標識 を支え 構造物であ 道路情報板

道路標識 の視認性を阻害す のであ ら いた その存在感を極力低減す

必要 あ 道路景観 おい 視野阻害を軽減させ た 最小限の設置 形態

の洗練を検討す こ す  

○最小限の設置：標識柱 路面照度の均一性 十分 留意したうえで 照明灯等 の一体

化 つい 検討す また 歩道橋 跨道橋 の道路上を交差す 構造物への添架 つ

い 検討を行うこ す その際 標識板 で け歩道橋等のシルエット内

納 複数の標識板を設置す 場合 高さを揃え 設置す こ 望ましい

また 異 事業者間で 共架 可能 よう 積極的 調整を図 必要 あ  

○標識等の集約：標識の設置 際し 同様の情報 複数 わた 配置さ こ の

いよう 集約化を図 こ 望ましい  

具体的方法の例  

○形態の洗練 

・例え 大規模 門型標識柱 で 支柱 梁部

材 太く 場合 構造上必要 断面寸

法を道路縦断方向で確保す こ よ 支柱の

道路横断方向の幅を極力狭 道路の有効幅員

対す 影響を最小限 梁部材

つい 高さを低くおさえ 道路景観の阻害を

軽減させ こ す  

 

大規模な門型標識柱       ⇒         改善例 

 

 

 

 

 

 

 

  

■門型標識柱の支柱断面を、道路
縦断方向 確保することによ
り、道路進行方向の景観阻害を
軽減 ている 

■道路進行方
向の景観阻
害を軽減
ている 

■道路進行方
向の景観を
阻害する 

■大規模な門
型標識柱
、支柱、

梁部材が太
くなる 

■支柱の道路
幅員方向の
幅を極力狭
め、梁部材
も高さを低
くおさえた
場合 
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標識柱の色彩設定 

標識柱の色彩 道路情報板 道路標識 の視認性を阻害し いこ 重要であ また

道路標識設置基準・同解説／昭和 62 年１月 日本道路協会 で 標識柱の色彩 つい 下

記の通 定 ら い  

 

 

よ 標識柱の色彩 つい 景観 配慮す 必要 あ 場合 道路景観を構成す 色

彩の で調和 埋没す 範囲の色彩を選定す 必要 あ  

ポイン  

○規制標識 警戒標識 道路の通称 著 地点等の小型の標識柱の場合 防護柵 の色

彩の調和を図 こ を基本 す  

○門型 F 型 T 型 支柱の直径 Φ300mm 以上 大型の標識柱の場合 塗装面

積 大 く 重たい印象を与え た 亜鉛 仕上 を基本 す  

○道路景観整備等 関す 検討を行う場合の塗装色 上記 限ら 選定で た し

この際 路線や地区の統一感への配慮や 素材の特性を活 すこ す  

 

標識柱の色彩選定 つい 表 3-3.1 および表 3-3.2 標識柱 の基本とする色彩選定の

考え方 示す  

表 3-3.1 標識柱 基本とする色彩選定の考え方 

形 式 

 

 

地域特性 

塗装面が比較的小さい 

標識柱 

塗装面が比較的大 い 

標識柱 

(規制標識、警戒標識、 

 道路の通称名、著名地点等) 

門型,F型,T型等,支柱直径

Φ300 ㎜以上等  

共 通 地域の特性に応 た適切な色彩を選定することが基本 あり、

下表以外により適切な色彩があれ 、その色彩を採用する  

市街地・郊外部 ・ダーク レー 

・ダークブラウン 

・ レーベージュ 

・亜鉛めっ 仕上  

・ダーク レー 

・ダークブラウン 

自然・ 

田園 

地域 

樹林地 ・ダーク レー 

・ダークブラウン 
・亜鉛めっ 仕上  

開放的 比較的明るい 

色彩が基調な 

海岸部、田園地帯 

・ダークブラウン 

・ レーベージュ 
・亜鉛めっ 仕上  

歴史的建造物の周辺や歴史的街並

みが形成されている市街地 
・ダーク レー 

・ダークブラウン 

・亜鉛めっ 仕上  

・ダーク レー 

・ダークブラウン 

＜注記＞ ・周辺が比較的明るい色彩を基調としている地域や近接して亜鉛めっ の道路附属物等

が設置されている場所、亜鉛めっ 仕上 と塗装仕上 が混在する場合(例え 支柱が

亜鉛めっ 仕上 、梁材が塗装仕上 )に 、オ レー(5Y7.0/0.5) を候補色に加え

て検討する  

 支柱の色彩 原則 し 白色又 色 す た し 案内標識を設置す 場合

で 周辺環境 の調和を図 た こ ら以外の色彩を用い 必要 あ 時 明

度 彩度の低い色彩 例え 茶色系等 を使用す こ 望ましい  
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表 3-3.2 標識柱 基本とする色彩選定の考え方 

基本色名称 標準マンセル値 

ダーク レー(濃灰色) 10ＹＲ3.0／0.2  

ダークブラウン(こ 茶色) 10ＹＲ2.0／1.0  

オ レー(薄灰色)  5Ｙ7.0／0.5 

レーベージュ(薄灰茶色) 10ＹＲ6.0／1.0  

 

具体的方法の例  

○標識柱 道路標識裏面 つい 留意すべ 事項 

路線や地区の統一感への配慮等のた 大型の標識柱 ダ クブラウンやダ クグレ

の低明度の色彩を用い 場合 道路標識裏面を同色で塗装す 重たい印象を与

え 場合 あ た 注意す 必要 あ  
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３-４ 歩道橋 

歩道橋のデザイン方針 

昭和 40 年代の高度成長期 通学児童を交通事故 ら 地域ニ 応え 早く安く大量

整備を可能 す 標準設計の手法で 画一的 歩道橋 全国各地 整備さ た こ ら 高齢

社会の現状 おい 自分の スで平面交差点を渡 切 い 安全上の理由 ら需要

あ し し その多く 耐用年数 程近い 50 年を迎え 架け替えを余儀 くさ の

あ 点検・補修 よ 引 続 利用さ 橋 少 く い 一方で 歩道橋の必要性を改

検討し 集約・撤去を含 た判断を行うこ 求 ら い  

ここで 歩道橋の維持管理時の注意事項 駅前や都市の人工地盤を構成す デッキ を

含 新設歩道橋 対す 景観デザイン上の配慮事項を整理す お 新設歩道橋 基本的

個別 景観検討を行うこ 望ま  

ポイン  

・歩道橋の維持管理時の着目点 塗 替えの範囲 色彩選定であ  

・新設歩道橋 跨 道路 らの景観配慮 歩道橋利用者の利便性・快適性 の両面

配慮す こ 望ま  

・横断歩道橋 跨 道路 ら見たデザイン上の要請 道路走行の視界を極力妨 い 構

造物本体のスレンダ さ 附属・添架物 よ 煩雑さの軽減であ  

・利用者の利便性 昇降施設の配置・形態 影響し 快適性 歩行空間のしつらえ 対象

 

以下 各ポイント 対し 具体的 方法を示す  

 

具体的方法の例  

○新設歩道橋のスレンダ さ 附属・添架物 よ 煩雑さの回避 

・歩道橋の視点 その下を通過す 道路利用者であ た その存在 極力控え で

違和感の い の したい そのた 桁下構造 煩雑で い箱桁形式を基本 し

排水管や電気施設 の附属・添架物 内部 配置す 桁を内側 傾け橋脚をス ム

化した 照明の内蔵やバス停の屋根を兼 必要施設 統合す 工夫 望ま  

・信号や標識 の添架物 その取付金具 煩雑 見え い工夫・協議を行う  

 

 

 

 

 

 

 

  

■バス停の上屋を兼 た歩行デッキ 

 

■ ンプルな外観の歩道橋  
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○新設歩道橋の利便性の確保 

・横断歩道橋の利便性向上 昇降のし易さ 帰着す 一般 歩道幅員を狭 設置さ

階段 歩道通過者 歩道橋利用者双方 快適 存在 す こ しいこ

を念頭 隣接建築物 の連携配置や 段手す の設置や歩行面の滑 くい素材

選定 配慮した細部デザイン 望ま  

  

○新設歩道橋の快適性の確保 

・利用者の多い駅前や都市の人工地盤を構成す デッキや 支間の大 歩道橋で 屋

根や防風壁を本体デザイン 取 込 下路トラス形式の採用 考えら 風雨

対策や風の強い立地 架橋地の特性 配慮した形式選定 考えら このよう

特別 景観配慮時 おい 歩道橋下の道路利用者 配慮し こ さら 目立つ

デザイン 避け べ であ  

  

 

 

■隣接建築物内に設置した昇降階段 

  

 

■利用者に配慮したデ ールの採用 

  

 

■屋根や防風壁を一体的にデザイン 

 された歩道橋 

 

■透過性の高い ラス橋の歩道橋 
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歩道橋の色彩設定 

歩道橋 単体 し 見ら 視対象 やすい道路附属物であ 地域住民等 の協議や現

場での検証等を行い 下記事項 留意し適正 色彩を選定す こ 基本であ 一般的

周辺景観や道路の構成要素 配慮し 10YR 系の中明度低彩度の色彩を使用す 無理 く調和

す お 新設歩道橋でデザインを周辺 配慮し 個別検討す 場合 この限 で い  

ポイン  

・市街地道路景観の主役 道行く人々や車両 周辺建築物や店舗のショ ウ ンド 四

季折々 変化す 街路樹であ た 道路附属物であ 歩道橋 控え 鮮や す

色彩 避け 低彩度の落ち着いた色彩 選定を原則 す  

・道路附属物等 使用す 色彩 あ 程度絞 込 統一感を演出す こ 好ましい の

の すべ の道路附属物等を同一色で揃え こ 問題であ 例え 歩道橋のよう

大 の 細いポ ル類 使用さ 焦 茶色を使用す 重く威圧感 強調さ

そこで歩道橋の色彩 周辺建築物や周辺道路附属物等の色相 揃えた上で その存

在感を抑え 10YR の中明度色彩 を選定す  

・塗装塗 替えの予算確保等の課題 ら 必要最小範囲の塗 替えや補修タッチアップ よ

桁側面 の印象や色 ら 出 すぼらしく見え 事例 あ 耐久性向上

の観点 ら 少 く 同一面 全体を

同時期 塗 替え こ を原則 す  

・高欄部 窓枠部含 鋼製の場合 こ を

桁部 同色 塗装す こ 一般的であ

色彩 よ 歩道橋全体の存在感 増し

圧迫感 繋 こ あ その場合 高欄

部 アル やステンレス 錆び い材料を

素材色のまま使用す 桁の色彩よ 明

度の 2.0 以上明 く塗 分け 軽快 印

象  

 

 ○歩道橋の色彩選定 

      (10YR 系) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■桁と高欄部を塗り分けた ンプルな 

 歩道橋 

42



 

 

具体的方法の例  

○10YR の内 前図赤枠の中明度低彩度 ら選定す  

・道路附属物等 質の高い統一感 求 ら 色彩 基本的 単色で善し悪し い

関係 よ 美醜 あ 道路附属物等 同時 見ら 空間 設置さ た 道

路附属物等の形態やボ ュ ム よ 明 さや鮮や さ 適度 変化を認 つつ 調和

を保つこ で 色相調和型の配色 す こ 望ましい  

・建築物の外装 さま ま 色彩 使用さ また建築物 取 付く屋外広告物の色彩

一般的 最高彩度の原色 使わ こ 多い し し 建築物の基調色 概  YR 系

や Y 系の低彩度の領域 収ま い 建築外装色の中心的 色相  10YR あた であ

た こ ら の調和 配慮し 歩道橋を含 道路附属物等  10YR らあま 離

い色相を使用 す こ を基本 す  
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３ 歩道橋の記名表示 

歩道橋の側面 記載さ 橋 の記 表示 その見ら 方 道路標識 ほぼ同 であ

た 基本的 考え 道路標識の法 や基準 従う 記 表示 景観性 加え運転者の視認性

優 い こ 大切であ 留意すべ 点 文字の大 さ けで く 字体 フォント

や文字間隔 調整 必要であ  

また 民間資金を活用した維持管理の手法 し ネ ングライ パ ト 事業 行わ

い ドライバ の運転を妨 い目立ちす や多す 文字数 景観面

ら 検討を加え 調整す こ 望ましい  

ポイン  

○和文書体 明朝系 シック系の 2系統 あ 明朝系 細 表情 特徴であ

一般的 縦線 比べ 横線 細いた 遠方 ら読 らく シック系 文字の線

幅 ほぼ一定で 漢字・カ 字枠い い 設計さ お 可読性 優 文字詰

等の微調整 ほ く 公共の標識看板 用い 標準書体 さ お 歩道橋の記

表記で B正体 を基本 す  

○欧文書体 セ フ 飾 のあ しの 2 系統 あ 和文 併せ 使用す 場合

明朝系 セ フあ シック系 セ フ無し 基本 体 組 合わせ 欧

文 セ フの無い ルベチカ を基本 す  

○大 さ 文字高 300 ㎜を基本 す 桁高 のバランスを考慮し決定す  

○色彩 桁 10YR の中明度低彩度 を推奨し い こ ら 文字 見やすい黒色を基

本 す  

以下 各ポイント 対し 具体的 比較根拠 を示す  

具体的方法の例         ■和文書体       ■欧文書体 

○書体の比較根拠 

・読 やすさの観点 ら  

右記赤枠を基本 す  

   ・右記赤枠の内 最太字 

    を基本 す  

 

 

 

  

○石井 シック体    

○ ル体        

○ 体         

○ ルベチカ      

○ ニバ ス      

○石井明朝体      ○センチュ       
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A：300mm 

0.3a： 90mm 

2a/3：200mm 

○文字の大 さ 配置 

 ・横断歩道橋 表示す 文字の大 さ 文字高 300 ㎜を基本 す 桁高 のバラン

スを考慮し 設定す 桁高 1,100 ㎜以上の場合 文字高 350 ㎜を上限 拡大す 英

文 和文の 2/3 の大 さ す こ 望ましい  

 ・和文 対し 英文 横長 バランス 悪い場合 英文 ルベチカ のコンデン

スド 縮約 文字を用い 調整す  

 ・文字の配置 つい ドライバ らの視線を考慮し歩道橋桁側面の 側配置 歩車

道境界 ら 1～2ｍ を基本 す 歩道利用者への情報提供の意味 あ こ ら

全体のバランス等 連結部や添架さ 標識等 総合的 勘案し 適宜設置す 縦

位置 つい 桁高中央を原則 す 全体のバランスを考慮す  

 ・地点 称 つい 歩道橋前後 交差点や信号 設置さ 銘板 設置さ い 場合

称の整合や表示の必要性 つい 別途協議検討す  

 

具体的方法の例  

○書体の配置事例  

   

         ■英文： ルベチカ 

  

 

 

 

         ■英文： ルベチカ・コンデンスド 
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３-５ その他の道路附属物等 

遮音壁 

ポイン  

○道路景観の主役 沿道 展開さ 景観であ 遮音壁 機能・構造上こ ら沿道景観

への眺 を阻害す 要因 やすい このた 遮音壁の設置規模 必要最低限

よう 道路本体の線形・構造を工夫す こ 遮音壁の景観的配慮の基本であ  

○遮音壁の設置 必要 場合 一定区間 おけ 形状の統一を図 形状の洗

練 沿道への眺 の確保 存在感・圧迫感の低減 近接す 他の道路附属物等 の調和

周辺景観 の調和 外部景観への配慮 つい 検討を行うこ を基本 す さら 色彩

つい 沿道景観 の融和や近接す 他の道路附属物等 の調和を考慮し 選定す  

○また 既設の壁高欄 遮音壁を後施工で設置す 場合 高欄天端上 設置す こ を基

本 し 高欄側面 外付けす こ 外部景観への配慮の観点 ら避け こ 望ましい  

 

具体的方法の例  

○遮音築堤 よ 代替 つい 検討す  

・道路用地 余裕 あ 場合や 特 景観配

慮の必要性 高い場合 遮音築堤 よ

代替を検討す こ 有効であ  

 

 

 

 

○一定区間 おい 遮音壁の形状 色彩の統一を図  

・遮音壁 連続的 設置さ 施設であ た 短い区間で形状・色彩の異 複数種類

の遮音壁 混在す 仮 単体 し 優 たデザインの遮音壁であ 道路景

観全体 し 混乱を たすおそ あ  

・このた 遮音壁を設置す 場合 可能 範囲内で形状 色彩の統一を図 こ

望ましい  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

■遺跡における遮音築堤の設置例 

中央の緑が遮音築堤、右が遺跡  

  

■遮音壁の形状、色彩の統一の例 
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○遮音壁の形状の洗練を図  

・道路の内部景観の特徴 景観 連続的 変化す こ あ このた 遮音壁の景

観配慮 あた 天端 おけ 笠木の設置や 天端の形状を滑ら 連続させ 等

天端形状の工夫を行い 快適で心地よい走行景観 得ら よう 配慮す こ 有効

であ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・垂直的 立ち上 のあ 遮音壁 水平性 卓越す 道路景観 おい その形態

自体 唐突 印象を生 やすい 特 遮音壁の始終端部 おい その印象 顕著であ

このた 遮音壁の始終端部を設置面 す 付け こ で 遮音壁 よ 唐突 印

象を緩和す こ 有効であ  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

■遮音壁の天端における笠木の設置例 

  

■遮音壁の天端を滑ら に擦り付け、連続性を確保している例 

  

■遮音壁の始終端部を擦り付けている例 
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○透過性の高い構造 す  

・沿道 美しい風景 広 い 等 沿道への眺 を確保す 必要性 高い道路 おい

透光板を採用し 遮音壁自体を透過性の高い構造 す こ 有効であ  

・た し 透光板 経年変化 よ 黄変や不透明化 進行す こ を考慮し 採用 あ

た 維持管理 必要 コスト 留意す 必要 あ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○存在感・圧迫感を軽減す  

・垂直壁面 長い区間 わた 連続す 遮音壁 存在感 大 く 道路の内部景観 お

い 外部景観 おい 景観的 圧迫感を生 やすい このた 遮音壁の規模

特 大 く 場合 壁面の緑化を行うあ い 遮音壁の上部パネル 透光板を

採用す 等 遮音壁の存在感 圧迫感を軽減す 工夫を行うこ 有効であ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

■透光板を採用すること 透過性を確保している例 

  

 

 

 

 

 

 

 

■植栽により遮音壁を隠している例 左写真：前面に植栽、右写真：背面に植栽  

  

■遮音壁の上部パネルに透光板を採用している例 

48



 

 

○近接す 他の道路附属物等 の景観的調和を図  

・遮音壁の周囲 照明柱や標識柱 防護柵 い た他の道路附属物等 設置さ 場合

多い 遮音壁の設置 あた こうした他の道路附属物等 一体的 デザインを

行う あ い 形状や色彩の調和を図 近接す 他の道路附属物等 の調和 留

意す こ 重要であ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○周辺景観 の調和を図  

・道路景観の主役であ 沿道景観 の融和 配慮し 遮音壁の素材や色彩を検討・決定

す こ 重要であ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

■遮音壁を他の道路附属物等を一体的にデザインしている例 

 

 

 

 

 

 

 

 

■周辺景観との融和の観点 ら遮音壁の素材、色彩を選定している例 

 左写真：木製遮音壁を設置  右写真：外装板の色彩を緑色にしている  
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○外部景観への配慮を行う 

・遮音壁を高欄 設置す 必要 あ 場合 高欄の天端 設置す こ で景観的 す

した印象  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・構造上の理由 ら壁高欄の側面 遮音壁を外付けす 場合 両者の接合部 露出

し 道路の外部景観 景観的 違和感を生 やすい このた 市街地・郊外部の道路等

人の目 付 やすい場合 遮音壁の支柱の色彩を壁高欄 同系色 す 外部

景観への配慮を行うこ 重要であ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・遮音壁の外側 外装板を設置し外部景観の煩雑 印象の軽減を図 方法 あ 特 高

架橋で 橋桁を含 全体を外装板で覆 い 例 ら 遮音壁の高さ 高い

場合 外装板自体 大 く す 重たい印象を与え 場合 あ ので注意 必要

であ また 外装板の設置 あた コスト 維持管理上の支障 点検の容易性

等 十分 留意す 必要 あ  

 

 

  

   

■高欄と遮音壁の接合部が外部に露出している例 左写真 支柱と高欄側面の色彩が異なる

ため、同系色としている右写真と比べて繁雑な印象がより強い  

  

■遮音壁を高欄の天端に設置している例 
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落下物防止柵 

ポイン  

○ドライバ の目線の高さ付近 設置さ 落下物防止柵 遮音壁 同様 沿道への眺

の阻害要素 やすい施設であ このた 沿道 美しい風景 展開し い

沿道への眺 を確保すべ 道路 おい 形状等の工夫を行うこ で 道路外への眺

を確保す こ 基本であ  

○また遮音壁 同様 近接す 他の道路附属物等 の調和 外部景観への配慮を行うこ を

基本 す  

 

具体的方法の例  

○外部景観 配慮し 壁高欄の天端 支柱を設置す  

・壁高欄 落下物防止柵を設置す 場合 壁高欄の外側 支柱を設置す ボルト類等

外部 露出し外部景観 繁雑 印象 このた 壁高欄 落下物防止柵を設置す

場合 壁高欄の天端 支柱を設置す こ 望ましい  

○シンプルで透過性の高い形状 す  

・上下 縁の い格子金網の採用や 透過性の高い格子の採用 落下物防止柵の存在

感を軽減し 沿道への眺 を確保で よう シンプルで透過性の高い形状 す こ

望ましい  

 

 

 

 

 

  

 

■透過性の高い落下物防止柵により圧迫感を
軽減している例 
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３ 防雪柵 

ポイン  

○沿道 連続し 設置さ 防雪柵 遮音壁や落下物防止柵 同様 沿道への眺 の阻害

要素 やすい施設であ 壁面 立ち上 た 景観的 目立ちやすい このた

必要 機能を担保しつつ 色彩を工夫す 等 周辺景観 の融和を図 こ 重要であ  

○また防雪柵 無積雪期 その機能を発揮し い道路附属物であ た 無積雪期の景

観 配慮す こ 重要であ  

 

具体的方法の例  

○周辺景観 の融和を考慮し 適切 色彩を採用す  

・防雪柵 必要以上 目立つこ いよう 周辺景観 の融和を考慮し 適切 色彩

を採用す こ 望ましい お 明度の低い色彩 重たい印象 た 避け こ

望ましい  

・防雪柵で多く採用さ い 亜鉛メッキ 経済性 優 た 色彩選定 あた

亜鉛メッキ 含 検討を行うこ 望ましい  

○収納式の防雪柵を採用す  

・沿道 美しい風景 展開し い 道路 おい 無積雪期 おい 道路景観を阻害す

こ の いよう 収納式の防雪柵を採用す こ 望ましい  

 

 

 

  

 

■収納していない防雪柵の例 

 目立たない色彩を採用している 

 

■たた 状態の防雪柵の例 

 収納時に 柵による圧迫感が軽減される 

52



 

 

ベンチ 

 

ポイン  

道路附属物等 し の固定的 ベンチ 周辺の自然やまち の融和を図 シンプル

形状で 落ち着 を感 させ 色彩を選定す こ 基本であ  

また ベンチの形状・色彩 つい 景観計画等の上位計画 の調整を図 こ 基本

 

 

具体的方法の例  

・固定的 ベンチ 基本的 板 構造部で構成さ 必要 応 背 た あ 道

路空間 設置さ 固定的ベンチの場合 構造部 鋼製 コンク ト製 板 木製や

人工木材製 樹脂製 多い 構造部 で 限 シンプルでコンパクト の す こ

を基本 す また 板 た際の温 感 ら 耐久性の高い木材を使用

す こ 望ましい ささく 等の発生 あ こ ら維持管理 注意す 必要 あ

最終的 コスト等のバランス 考慮し 素材を決定す  

・鋼製部材の色彩 ダ クグレ 10YR3.0/0.2 ダ クブラウン 10YR2.0/1.0

で け目立た い のを基本 す  

 

 

 

 

  

 
■植樹帯と一体的に整備された歩道部のベンチ 

 

■植樹帯の柵と兼用 デザインされた歩道部の
ベンチ 
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バス停上屋 

ポイン  

バス停上屋 近年占用物件 し で く 道路附属物 し 設置さ ケ ス ら

よう た 整備す 場合 周辺の自然やまち の融和を図 軽快でシンプル

感 させ 形状・色彩を選定す こ 基本であ  

バス停上屋の形状・色彩 つい 景観計画等の上位計画 の調整を図 こ 基本

また 民間事業者 整備す 場合 道路管理者 の協議等 よ 調整を図 こ 基本

 

具体的方法の例  

・設置 よ 圧迫感を軽減す た 壁や屋根等の素材を透明感のあ の す

で 軽快で開放感の感 ら よう す

・シンプルで無駄の い構成を基本 し 設置す 場所の条件 応 必要 機能を絞 込

・バス停上屋 目印 し の記号や文字 時刻表 の部分以外 そ らを引 立

ら周辺 融和す 色彩を基本 す

・利用者の滞留空間 し 舗装 よ 視覚的 区分を行う場合 同色相で素材を変え

同素材で 2.0 以内の明度差を持たせ 程度 す 際立 た変化を避け こ 望ま

しい

■バス停上屋と道路附属物等がダークブ
ラウン 統一されている

■透過性のある屋根材を使用し、狭い歩
道空間への圧迫感を軽減している

■道路附属物として整備された駅前広場のバス停
上屋の例
照明柱、横断防止柵、ボラードをダーク レー
統一するな 、連続するバス停上屋に透過性の
ある素材を用いるとともに、全体をオ ワイ
まとめて明るい空間を確保している
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６ 視線誘導標 

視線誘導標 道路附属物のうち 車両の運転者の視線を誘導す た の施設 し 定

ら お その設置 関す 考え方 視線誘導標設置基準／昭和 59 年 4 月 国土交通

省都市局・道路局 以下 この項で 基準 いう 示さ い この 基準 で

反射体を支柱で支え タイプの デ ニエ タ を対象 し い  

従来 視線誘導標 デ ニエ タ 一般的であ た 近年 基準 おさまら い形

状や機能を有す 製品 多く採用さ い  

基準 で 反射体の形状 丸型 し直径 70mm 以上 100mm 以下 し い 反射体を

支柱の外周 取 付けた樹脂製や ム製の視線誘導標 ガイドポスト を 矢印でカ

ブの注意喚起を す線形誘導標 自発光型の の 多様 製品 あ  

ここで 以下の 4タイプ つい 景観 配慮す 考え方を記す  

 

 

 

 

 

 

ポイン  

○他の道路附属物等 の調和 

視線誘導標 他の道路附属物等よ 後 追加し 設置さ 場合 多いた 形状

や色彩 他の道路附属物等 調和させ こ を基本 す  

○法定表示等の視認性を優先させ こ 基本 

視線誘導標 注意喚起機能 求 ら 施設であ そのた 彩度の高い製品 用い

ら 場合 多い 高彩度の視線誘導標を多用す 交通安全上 最 重要 情

報を提供す 法定表示等 目立た く 場合 あ  

視線誘導標の設置 際し 他の法定表示等の視認性を阻害す こ の いよう

視線誘導標 し の役割を確保で 最小限の配置 す また 色彩 法定表示

等 競合す こ の い彩度 抑え よう 十分 注意を要す  

○維持管理性の確保 

視線誘導標 車道 路側 の 車両 接触す 可能性 高い箇所 設置す た

破損す 可能性 高い施設であ 破損した場合 交通安全上の機能 低下す

景観 悪化す た 早期の補修 望ま そのた 視線誘導標の導入

際し 耐久性の高い製品の選定 加え 破損時の部品調遉や修繕 交換 早

急 対応で 製品を選定す こ を基本 す  

○景観的 ま ま  

ま ま のあ 連続的道路景観を形成す た 短い区間や道路の両側 で 異

形状や色彩 製品 混在し いよう す こ を基本 す  

デ ニエーター ガイドポス  線形誘導標 その他のタイプ 
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デ ニエーター 

デ ニエ タ 車道の側方 沿 道路線形等を明示し 運転者の視線誘導を行う施

設であ  

基準 よ デ ニエ タ の反射体 直径 70mm 以上 100mm 以下の丸形 し 反射

体の色彩 白色また 橙色 支柱の色彩 白色また こ 類す 色 さ い  

デ ニエ タ の使用範囲 つい 安全 つ円滑 交通を確保す た 必要 あ

場合 さ お また 設置場所 反射体の色彩の関係 側路測 白色反射体を設

置す こ を原則 し 必要 応 中央分離帯および右側路測等 橙色反射体の設置を認

い  

 

 

 

 

出典 視線誘導標設置基準／昭和 59 年 4 月 16 日 都街発第 15 号・道企発第 16 号  

 

こ らのこ ら 反射体の色彩 他の法定表示等の視認性を阻害す こ の いよう

視線誘導標 し の役割を確保で 最小限の大 さ 配置 す こ を基本 す  

 

ポイン  

○基準の趣旨を踏まえ 他の道路附属物等 の調和 配慮す  

○支柱の色彩 つい 白色また こ 類す 色 さ お 景観配慮 必要 場

合 例え グレ ベ ジュ(10YR6.0/1.0 程度)や 亜鉛 仕上 近い色彩で

あ オフグレ 5Y7.0/0.5 の採用 つい 検討す こ す  

○防護柵 取 付けら タイプのデ ニエ タ を使用す 場合 反射体取 付け部

材の色彩 防護柵の色彩 合わせら い 検討す こ す  

 

 

  

㎜  
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ガイドポス 樹脂製視線誘導標  

樹脂製また ム製の視線誘導標 ガイドポスト 近年 車線分離 駐車禁止対策 生活道

路等 おけ 狭さく 多用さ つつあ  

ポイン  

○交通安全上の役割を果たすこ ので 必要最小限の設置 す  

○彩度の高い視線誘導標を多用す こ 避け こ し 設置目的 よ 彩度を抑えた

製品を選定す こ す  

 

樹脂製視線誘導標 接着剤やアスファルト用アンカ で簡易 設置で 利点を持

ち 車線分離 駐車禁止対策 生活道路等 おけ 狭さく 多用さ つつあ  

製品 よ 色彩の選択肢 あ のの 注意喚起を設置目的 す た JIS 安全色

同等の高い彩度を持つ製品 用いら 場合 多い  

交通安全のた あ 程度の視認性を確保す

必要 あ 一方で 彩度の高い視線誘導標を多用

す 目立た け ら い法定標示等 目

立た く 場合 あ 特 道路空間の規模

幹線道路 比較し 小さい生活道路等で 幹線

道路以上 注意 必要であ  

 

具体的方法の例  

○目的 応 低彩度の製品を選定 

設置す 場所 目的を考慮し 低彩度の製品を

採用す また 必要 応 反射テ プ で

視認性を確保す こ す  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■景観に配慮した視線誘導標 

写真 ダークブラウン(10YR2.0/1.0) 

他にダーク レー(10YR6.0/1.0)、 レ
ーベージュ(10YR3.0/0.2)の製品がある 

■高彩度の視線誘導標を多用した例 

消火詮表示と同等の彩度となっている  

■日本工業規格(JIS)に定める安全色 
・JIS 、安全を確保するための特別

の属性をもつ色としてJIS安全色を定
めている  

・JIS 安全色 高い視認性が求められる
ため、高彩度色(彩度 10～14)を用いて
おり、これらと混同する色彩の乱用
避けるべ ある  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JIS 安全色 JIS Z9101 抜粋  
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線形誘導標 

線形誘導標 反射体で矢印 を表示し カ ブや危険箇所等の注意喚起を し 道路

の線形 対し 運転者の視線を誘導す た 設置す 施設であ  

基準 該当し い施設であ 様々 形状 色彩の製品 設置さ い  

ポイン  

○景観 配慮す た 安全を確保す うえで必要最小限の設置 し 反射体の形状

寸法 色彩 つい 過度 目立つこ の いよう 努 こ し 支柱の色彩 周

囲の道路附属物 合わせ こ を基本 す  

○車両速度 高く交通量の多い道路等で 有効

手法 車両速度 低い生活道路 設

置す 場合 設置数や色彩 よ 目立

た け ら い標識等 目立た く

場合等 あ 十分 注意 必要であ  

○反射体の色彩等 つい 注意喚起の必要性

夜間 悪天候時等 限ら 箇所で 視界

良好 昼間時 目立た 必要 状況

限 視認性 高ま 白色反射体 や 自発

光型 つい 検討す こ す  

 

具体的方法の例  

○目的 応 低彩度で防護柵のトップビ ム ら突出し い製品を選定 

設置す 場所 目的を考慮し ガ ドパイプの色彩 統一感 あ ビ ム 取 付けら

製品を採用す  

○線形誘導標 同一カ ブ区間 多数取 付けら 場合 多い このよう 場合

線形誘導標の イ を小さくす 線形の視認 必要十分 設置間隔 し 設置数を減

の工夫を行うこ す  

○線形誘導標 四角形の盤面 矢印を記した の 多い 盤面の色彩 つい 防護柵

の周辺の道路附属物等 同 色彩 す 矢印の色 JIS 安全色 示さ た高彩度の

の 使わ こ 多い べく彩度の低い色彩や白色を用い こ 望ましい  

 

 

 

            

 

 

  

■市街地における線形誘導標 

 

■景観に配慮した線形誘導標 
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その他のタイプ 

(a)自発光型視線誘導標 

支柱や支柱基部 LED を内蔵し 発光す こ で視線誘導を行う  

基準 該当し い多様 製品 あ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイン  

○昼間時の景観への配慮 

設置箇所の特性を踏まえ 注意喚起の必要性 夜間 悪天候時等 限ら 箇所で

視界 良好 昼間時 目立た い形状 色彩 す こ を基本 す  

(b)その他 

形状 寸法 色彩 基準 該当し い多様 製品 あ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイン  

○標準的で い製品を採用す 場合の注意点 

標準的で い製品を採用す 場合 現地の交通事情 対し最適 対策であ

あ い 汎用品で同等の効果 得ら い 相応の検討を行う必要 あ  

○形状・色彩の注意点 

運転者 対し違和感を与え 形状や 必要以上 誘目性の高い配色 を用い こ

の いよう 十分 注意 必要であ  

■φ30cm の大型タイプ 

■設置イメージ・昼 ■設置イメージ・夜 

■箱型･自発光タイプ 
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７ 立入防止柵 

自動車専用道の敷地境界 高架道路下空間の進入防止 歩道橋の階段下の不法占拠防止

立入防止柵 無造作 設置さ そのこ 景観を阻害し い 例 少 く い 周囲の道路附

属物等 景観配慮をす で 立入防止柵 つい 景観的 配慮 求 ら  

 

ポイン  

○形状 縦桟 のシンプル の す  

○彩度の高い色彩 避け こ す  

 

具体的方法の例  

○自動車専用道の郊外部 おけ 敷地境界で 低彩度あ い 無彩色 亜鉛メッキ等 の

色彩 す  

○都市部の高架道路下空間 おい 縦桟 のシンプル 形状 し 低彩度の色彩 す

 

○歩道橋の階段下 歩道橋の色彩 調和す 色彩 す  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■歩道橋下に無造作に設置された緑色の
立入防止柵 

 

■高欄支柱の位置と立入防止柵の支柱の
位置を揃える等、歩道橋と一体的にデ
ザインされた立入防止柵の例 

 

■パイプ柵を用いて立入防止を図ってい

る事例 
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８ 道路反射鏡 

 

道路反射鏡 見通しの い幅員の狭い生活道路の交差点 設置さ こ の多い道路附

属物であ  

道路反射鏡の支柱等の色彩 関す 考え方 道路反射鏡設置指針／昭和 55 年 12 月 日本道

路協会 p32 で 原則 橙色 2.5YR6/13 さ い 周囲の環境等 よ や を得 い場

合 他の色彩を用い よい の さ い お この場合 道路反射鏡 その役割を果たせ

よう 安全面を十分確認す 必要 あ  

 

ポイン  

○道路反射鏡 主 し 支柱 鏡面 鏡面の取付枠 フ ド ら構成さ い フ ド

の必要性 つい 検討す  

○指針の趣旨を踏まえ 景観的 配慮を行う場合 橙色以外の色彩 検討す また 景

観 安全面の両立の観点 ら 支柱 取付枠 フ ドを必 し 同色 し いこ 考え

ら  

○鏡面の取付枠の背面 必要以上 目立た い色彩 す  

○フ ドを取 付け 場合 壊 やすい樹脂製の の 避け  

○同一交差点 複数の道路反射鏡を設置す 場合 同 形状・色彩の のを設置す

また 特 支障 い限 同 高さ す  

 

具体的方法の例  

○安全面を十分確認のうえ 道路反射鏡の取付枠やフ ド等 橙色を用い 場合であ

必要以上 目立た いよう 彩度の低い色彩を検討す 例え 10YR7.0/6.0 程度 ま

た 支柱 周辺の道路附属物等 のバランスを踏まえ グレ ベ ジュ 10YR6.0/1.0 程

度 や亜鉛 仕上 の色彩 近いオフグレ 5Y7.0/0.5 程度 亜鉛 仕上 等

検討す  

○鏡面の取付枠の背面の色彩 支柱 同色 また グレ ベ ジュ 10YR6.0/1.0 程度

オフグレ 5Y7.0/0.5 程度 亜鉛 仕上 等の必要以上 目立た い色彩 す  
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■標準的に使用されている道路反射鏡正面と背面

■同一交差点における複数の道路反射鏡を
 設置した例
高さ等が不揃いであり、乱雑な印象である

■支柱や鏡面の取付枠の背面に亜鉛メッキを採用
 している例
周辺環境との調和を目的に橙色以外の色を採用

■支柱とフードに白色を採用した例
白色の支柱を採用したことで、唐突な印象

 を軽減させながら道路反射鏡の視認性を確
保している

■ダークブラウンの支柱を採用したの例
 道路反射鏡の存在が視認されやすい立地では、
背後の建物等との景観調和と交通安全機能との
両立が可能な場合がある
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９ 舗装・路面への表示 

舗装 沿道景観 おい 占 割合 大 いた 地域の特性や施設の用途 車道部 歩

道部 を考慮したうえで 意匠及び色彩 周辺景観 調和す よう努  

車道 

ポイン  

・相対的 耐用年数 短く初期工費 安価 アスファルト系舗装 耐用年数 長く初期工

費 高価 コンク ト系舗装 大別で 道路 し の連続性や景観性 ら

ちらを選択す こ 可能であ 管理区分を同一 す 区間 土工部・橋梁部 限

ら 同一の舗装を選定す こ を基本 す

具体的方法の例  

・同一車線内で 舗装の材料・色調等を統一し 連続性の確保 努

・市街地部の道路や歴史的街並 で 落ち着いた印象を与え 控え 意匠や色彩を検討

す 周辺の建物外壁よ 低彩度・低明度 望ましい

コンク ト系舗装や半たわ 性舗装 アスファルト系舗装よ 明 い印象を与え た

有効であ  

・アスファルトの表面 塗料を塗 した けのカラ 舗装 車道部分 施工す 劣化し

やすい傾向 あ た 安全対策を目的 施工す 場合 その機能を保持す た

定期的 維持管理や補修 努

■コンク ー 系舗装や半たわみ性舗装 明
るい印象を与える

■塗 式のカラー舗装 、定期的な補修が必
要 ある
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歩道 

 

ポイン  

・歩道舗装の検討 あた 歩道上の人々の姿 景観上の主役であ こ を意識し 色

彩や模様で歩道 目立つこ の いよう す こ を基本 す  

 

具体的方法の例  

・舗装の色彩 地域の背景色 色調 合わせ 歩道 目立 た の ら い

よう配慮す  

・歩道や自転車道 9 参照 走行性を確保したうえで 沿道建物 周辺施設 の調

和を図 地域環境や道路の性格 ふさわしい舗装材料を検討す  

・歩道 自転車道 併設さ い 場合 舗装 変化を与え 両者の通行区分の違いを表

現す よい 色の塗 分けで違いを表現す 場合 視認性を確保し ら 道路

空間全体の色彩環境を考慮す  

  
※ふ のくに色彩・デザイン指針 社会資本整備 第 3版 成 26 年 7月 静岡県  

○色彩 カラ 舗装 後述の 参照  

・無彩色系及びア スカラ を基本 し 明度 4～7程度 す  

・ブ ック系舗装 混色 す 場合 柄を意識させ よう コントラストの強い配色

避け 明度差 1.5 以下程度 望ましい  

・ブ ック系舗装で 単色 しく 2～3色の混色 し 歩道幅 狭い こ で 色数を少

くす  

・ア スカラ つい 周辺の景観色 建造物の色調 配慮し 色彩を決定す  

○形状・仕上  

・ブ ック系舗装で 矩形を基本 し エイジングを感 させ 仕上 望ましい  

・仕上 ショットブラスト等で処理した粗面状の のや 自然砂利の洗い出し 相

応しい  

・幅員の広い歩道で 比較的大型の材を使用す こ 望ましい  

・レベル変化やマンホ ル等の工作物 多い場所で 小型の材を使用す こ 望ましい  

○配置 

・ブ ック系舗装で 整列さ た単純 のを基本 し 周辺景観 よ 変化を持たせ

たパタ ン 可 す  
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※視覚障害者誘導用ブロック 

・ 視覚障害者誘導用ブ ック設置指針／昭和 60 年 8 月 国土交通省都市局 道路局 で

色彩 原則 し 黄色 す あ ほ 移動等円滑化のた 必要 道路の

構造 関す 基準 定 省 第 116 号 ／平成 18 年 12 月 国土交通省 で 黄色

その他の周辺の路面 の輝度比 大 いこ 等 よ 当該ブ ック部分を容易 識別で

色 す さ い  

お 道路の移動等円滑化整備ガイドライン／平成 23 年 8 月 国土技術研究センタ

の解説で 周辺の路面 の輝度比 2.0 程度す こ よ 視覚障害者誘導用ブ ッ

ク 容易 認識で こ 必要であ さ い 過度 明彩度の高い色彩

避け こ 望ましい  

・ブ ック 周辺の路面 の輝度比を確保す た 縁取 さ ケ スで 当該ブ

ック部分を必要以上 際立たせ こ 景観的 違和感 生 こ 多いた 上

述の輝度比 確保で ベ ス舗装色を選定す こ 望ましい  

・一方 同ガイドラインで 色彩 配慮した舗装を施した歩道等 おい 黄色いブ ッ

クを適用す こ でその対比効果 十分発揮で く 場合 設置面 の輝度比や明

度差 確保で 黄色以外の色 す の す あ 路線や地区での整備状況

の不整合 注意し ら 沿道住民・利用者・関係団体への ア ング等を行う 十

分 検討のうえ 黄色以外の色 す こ 考えら  

 

  

 

 

■輝度比を確保するための縁取りにより色数が増

え、煩雑な印象を与えている 

 

■黄色以外の色彩が選定され、歩道舗装の色彩に対

して違和感がないが、慎重な検討が必要 ある 
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自転車道、自転車走行空間等 

 

ポイン  

・自転車道や自転車走行空間の舗装の検討 あた 安全で快適 自転車利用環境創出

ガイドライン／平成 28 年 7 月 国土交通省道路局 警察庁交通局 を踏まえつつ 必要以

上 目立つこ いよう 路面標示 色彩 す こ を基本 す  

 

具体的方法の例  

安全で快適 自転車利用環境創出ガイドライン／平成 28 年 7 月 国土交通省道路局 警

察庁交通局 で 歩道 物理的 分離し 設置す 自転車道の色彩 車道部の自転車専用

通行帯の帯状路面表示の色彩 および車道混在の通行帯 おけ 矢羽根型路面表示の色彩

形状 指定さ い 一方で 標準仕様での統一を基本 し ら 地域の実情 応

表示内容等 工夫を加え こ を認 い また 帯状路面表示の幅 専用通行帯

の全幅 しく 一部の何 を選択で さ い  

・自転車道の塗装色 前項 歩道 を参照し 歩道 対し 視覚的 誘導性 配慮す

こ  

・自転車専用通行帯 つい ライン表示 けで 車両への注意喚起 え た 道

路や交通の状況 ら特 必要で い限 表示幅を最小限 す こ 望ましい  

 

 
※出 京 みやこ のみちデザインマニュアル／ 成 25 年 3月、京都市  

 

 

自転車レ ンの青色表示を必要最小限 し い  

※出 ふ のくに色彩・デザイン指針 社会資本整備 第 3版／ 成 26 年 7月、静岡県
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※ 成 28 年度 静岡県景観懇話会 資料 4 一部編集 より抜粋 
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カラー舗装の留意事項 
 

ポイン  

カラ 舗装 注意喚起 の情報を視覚的 表現し 通学路や急曲線 の線形変化

点の明示 い た交通事故防止対策のほ 交差点内の右 折の誘導 で様々 目的で施

工さ い  

その趣旨 ら 人目を引くよう 目立たせ こ 必要 一方で 道路空間 標識

様々 他の道路附属物等 設置さ た 突出し 目立つ 他の注意喚起の構造物 目立

た く こ あ 舗装 道路景観の要素の で 大 面積を占 のであ

周辺景観を引 立たせ よう 控え 存在であ こ 求 ら た カラ 舗装の新

設および更新時 交通特性や道路構造を鑑 カラ 舗装 よら い安全性の確保を

積極的 検討す こ 望ましい  

以上のこ ら 交通安全対策 景観的整備の両立を図 本来 最 目立つべ 標

識 注意を払うよう す た アスファルト の明度差で視認性向上や注意喚起を行うの

効果的であ た し 状況 よ カラ 舗装を行う場合 必要最小限の範囲を対象

原色を避け 施工後の退色や汚損 考慮す 必要 あ  

また 法定外表示等の設置指針 つい ／平成 26 年 1 月 警察庁交通局交通規制課 で

バスレ ン関係 茶系色 自転車通行空間関係 青系色 の記載 あ のの 景観

保全等の観点 ら地元の意向等 よ こ 以外の色彩を使うこ を認 い そし 無

秩序 設置 法定の道路標識等の整備効果を低下させ 可能性 あ た 道路標示等の

色彩 白・黄 同系色 ら い色彩を使用す こ 望ましい  

以上の留意事項を踏まえ 道路舗装で一般的 用いら 赤色 青色 緑色の基本色 つ

い 明度・彩度の選定範囲を以下 示す お 舗装 用い 色彩 つい 塗装色

異 表層の微小 等 よ 明度･彩度をコント ルす こ しいた 調色

の際 目標 色彩を示す 明度・彩度の推奨範囲を示すこ す  

 

◯赤色系 

 

近年 歩車道区分や交差点 の注意喚起 多用さ Ｒ系 赤系 の色相 つい

現行の製品 比較的鮮や ベンガラ色 お 大面積で用い 景観 与え 影響

大 い そのた 望ましい彩度 4程度まで落 した中間的 彩度 し 明度 3～4程

度 す 落ち着 のあ 色 交通安全施設 し の視認性を保ちつつ 景観的

馴染 可能性 あ  

また 歩車道区分で帯状 用い 場合

幅を 15 ㎝程度まで狭

使用す 面積を小さくす こ よ

景観 与え 影響を軽減す こ で

 

 

 

色相 10Ｒの明度・彩度の選定範囲 

目標とする色彩 

色彩の推奨範囲 
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◯青色系 

 
 

◯緑色系 

 

 

具体的方法の例  

・カラ 舗装 場所 よ 様々 意味を持たせ お 利用者 意図 伝わら いこ あ

そのた 目的 応 路線や地域 統一的 色彩を用い  

・舗装表面への塗装 通行区分の違いや注意喚起等の情報を 視覚的 表現す のであ た

利用者 認識す こ で 程度の変化をつけ 表示で十分であ 過度 目立つ の

を採用す 周辺景観 ら突出した印象を与え 沿道景観を阻害す こ あ この

た カラ 舗装 設置面積や色彩を工夫し 安全性 景観への配慮を両立 配慮す こ

 

・目的 応 一定の視認性 特 夜間 を確保す こ  

・経済性 色彩 よ 脱色系アスファルトの使用 必要 高コスト や 施工規

模 わら 常 同一の色彩 出しやすいこ 配慮す こ  

・骨材 有色の自然石を用い こ でアスファルト 自然 表情を与え こ で 脱色バ

インダ を使用す 工法 ショットブラスト で表面を研掃す 工法 あ 交通状況 応

適切 工法を選択す こ 望ましい  

自転車通行帯等 用いら Ｂ～ＰＢ系 青系 の色相 まち 少 い色であ た

高い彩度で 景観 与え 影響 大 い よ 望ましい彩度 3程度の中間的 彩度 し  

明度 4～5 程度 す こ よ 視

認性を確保し ら 落ち着いた印象

景観的 馴染 可能性 あ  

また Ｒ系 同様 使用す 面積を

小さくす こ で景観 与え 影響を

軽減す こ 必要であ  

 

 

色相 2.5ＰＢの明度・彩度の選定範囲 

スク ル ン等 用いら こ 多いＧ系 緑系 の色相 まち 少 い色であ

た 高い彩度で 景観 与え 影響 大 い よ 望ましい彩度 3程度の中間的

彩度 し 明度 3～4 程度 す こ よ 視認性を確保し ら 落ち着いた印象

景観的 馴染 可能性 あ  

また Ｒ系 同様 使用す 面積を

小さくす こ で景観 与え 影響を

軽減す こ 必要であ  

 

 

 

色相 5Ｇの明度・彩度の選定範囲 

目標とする色彩 

色彩の推奨範囲 

目標とする色彩 

色彩の推奨範囲 
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※色彩の設定例 

◯静岡市 

 
交差点等のカラー舗装色の統一について／ 成 23 年 3月、静岡市 より抜粋 

◯京都市 

 
京 みやこ のみちデザインマニュアル／ 成 25 年 3月、京都市 より抜粋 
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３-６ 道路附属物等のデザイン調整 

  道路空間 様々 道路附属物等 設置さ ここで 同 種類の道路附属物等同士の

デザイン調整 加え 異 道路附属物等 設置さ 場合のデザインの調整の方法 つい

ま た  

 

３-６-  同 種類の道路附属物等の形状・色彩の統一 

道路空間 設置さ 道路附属物等 同一路線であ 必 し 同 形状・色彩の の

であ 限ら い 例え 複数の形状・色彩の防護柵や照明柱等 同一路線で設置さ

こ あ し し 短い区間で複数の形状・色彩の異 防護柵等を混在させ そ

景観 配慮したデザイン的 優 た のであ た し 景観的 混乱を たすおそ

あ 連続的 設置さ 防護柵や遮音壁 カラ 舗装 断続的で あ 多数設置さ

照明柱やボラ ド おい 特 注意を要す  

同 種類の道路附属物等同士 その形状・色彩の統一を図 こ よ ま ま のあ

連続的道路景観を形成す こ 基本であ  

 

ポイン   

・同 種類の道路附属物等の形状・色彩の統一 以下の３つの観点 あ い の場合

つい 短い区間内や狭い範囲内 おい 他の区間・範囲 異 形状や色彩の のの設

置 避け こ 基本であ  

・連続す 区間・範囲の道路附属物等の統一 

・道路の上 線 下 線の道路附属物等の統一 

・近接す 他の道路 設置さ 道路附属物等 の統一(主 交差点部) 

お交差点部 交差す 道路の管理者 異 道路附属物等 不統一 こ 想定

さ た 両者間で調整を行うこ 必要であ  

 

具体的方法の例  

○景観的基調 同一の場合 設置す 道路附属物等 そ 同一の形状・色彩 す  

・道路附属物等の設置 あた 市街地・郊外部 樹林地 田園地域 海岸沿い い

た景観的基調 あわせ そ 同一の形状・色彩の の す こ 基本であ  

・ お 主 樹林地 基調 い 地域 おい 川や湖 接す 区間 部分的 存在

す よう 場合 周辺景観の基調 い 樹林地 融和す 色彩で統一す こ

を基本 す  

 

71



 

 

○防護柵の種別 異 場合で 極力 構造的 統一感を たせ  

・防護柵の場合 車両用 歩行者用 の規格 あ また車両用で たわ 性や剛性

構造の異 の 存在す  

隣接す 区間 おい 異 種別の車両用防護柵を連続し 設置す 場合 あ こ

のよう 場合 極力構造的 統一感を持たせ こ 望ましい またたわ 性防護柵

剛性防護柵を連続し 設置す 必要 あ 場合 両者 連続的 接合す 構造を工夫

す こ 望ましい  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○車両用防護柵 歩行者自転車用柵／道路照明 歩道照明 の統一感を高  

・同 区間 おい 車両用防護柵 加え歩行者自転車用柵 設置さ 場合 あ こ

のよう 場合 道路全体 し の景観の質を向上させ た 車両用防護柵 歩行者自転

車用柵の色彩 関係性を持たせ こ 基本であ こ 同 区間 おい 道路照

明 歩道照明 設置さ 場合 おい 同 であ  

具体的 車両用防護柵 歩行者自転車用柵 道路照明 歩道照明 接し 設置さ

よう 場合 おい 両者の色彩の統一を図 こ 基本であ  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

■たわみ性防護柵と剛性防護柵との接合部

の連続性を確保している 

 

■上下線 異なる形式、色彩の防護柵とす

ると、アンバランスな印象となる 

 

■車両用防護柵(歩車道境界)と転落防止柵

(歩道路側)の色彩が異なり、景観的な調和

が感 られない 
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３-６-  近接して設置される他の道路附属物等との調和 

 

ポイン  

・道路空間内 防護柵や照明柱 様々 道路占用物件 設置さ このた

道路全体 し の景観の質の向上を図 た そ の道路附属物等の形状・色

彩の統一を図 の ら 道路占用物件を含 種類の異 他の道路附属物等の関係性を

整え こ を基本 す  

・ お 近接す 道路附属物等の設置主体 異 場合 関係者間で協議・調整を行 い

相互の関係性を整え こ 重要であ  

 また 道路占用物件 つい 占用者 の協議等 よ 調整を図 こ 基本  

 

具体的方法の例  

○近接し 設置さ 道路附属物等の色彩の調和を図  

・防護柵 照明柱や信号柱のよう 近接し 設置さ 道路占用物件を含 道路附属物

等の色彩を同系色 す こ よ 景観 ま ま 感 ら よう す  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○照明柱・標識柱 街路樹 の関係性を整え  

・街路樹 道路空間 環境保全や潤い の様々 効用を与え 景観形成上 重要 役

割を担 い し し 樹冠 照明を遮 葉 標識を見え くくす の例

ら  

 こ 単 剪定の問題の ら 樹木 植栽時点 ら生長す こ を考慮し い い

こ 起因す こ 多い 将来的 樹形や樹高を考慮し 照明や標識の設置位置

街路樹の植栽位置 の関係を当初 ら検討す こ 基本であ  

  

■照明柱と防護柵の色彩の調和を図った例 

調和を図ること 、まとまり感のある道路景観が形成される 
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○異 施設を集約化す  

・道路空間 設置さ 道路附属物等 そ 求 ら 機能 異 こ ら

個別 設置さ ちであ し し こ で 限ら た道路空間 道路附属物等で窮

屈 景観的 混乱を たしやすい  

 道路空間をす させ 景観的 向上を目指すた 道路照明 歩道照明を一

体化す の 施設の集約化を検討し で こ ら実施す こ 基本であ

お この場合 柱 器具類の色彩 同一 よう調整す こ 基本であ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

■遮音壁と照明柱を集約化・一体化した例 
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３-６-３ 道路管理者間 の調整 

 

ポイン   

・連続す 道路であ 道路管理者 異 た 連続的 設置さ 防護柵 の形

状や色彩 異 場合 想定さ こ 照明柱 の他の道路附属物等で 起こ え

こ であ 景観的 基調 同 区間であ 場合 このよう こ 生 そ で

景観 配慮し い 連続的 道路景観の良さを損 い い  

 また 交差点部 おい そ の道路の管理者 異 こ 多いた このよう

ケ ス 発生し ち  

 このた 道路管理者間の協議を十分 行い 防護柵や照明柱等の各道路附属物等の形状や

色彩の統一を図 あ い 形状・色彩 関連性を持たせ デザイン的 基調を揃え よう

調整す こ 基本であ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的方法の例  

○道路管理者間 の調整により、連続する区間 デザインが不連続となることを避ける  

・道路管理者間の調整の際 道路附属物等の形状 色彩 つい 調整す  

・異 形状 色彩で既 進 い 場合 境目を含 連続す 区間で統一す こ

よ 連続す 区間の途中で変わ こ を避け  

・自動車専用道路で 広域的 JCT 間等 調整す 道路の性格や沿道の特性を考慮

し 通行者 違和感の いよう調整す   

 

■道路管理者が異なるため、形状および色彩の異なる 

防護柵が連続して設置された例 

道路管理者が異なる道路の交差点 、異なる防護

柵が設置される場合がある 

このような場合に 、連続する道路として防護柵の

形状・色彩を揃える調整が必要 ある 
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３-６-  整備時期の れについての対応 

 

ポイン  

・整備時期 一致し いた 設置さ 道路附属物等 同 種類 例え 防護柵 であ

形状・色彩の異 の 設置さ こ あ このよう 場合 先行設置さ

た の 景観配慮型の施設 ら そ 同 形状・色彩の の す こ 基本であ

逆 先行設置さ た の 景観配慮型の ので い場合 後で設置さ 施設を景観

配慮型 し 先行設置さ た施設 更新時期 後で設置さ た景観配慮型 同様の形状・

色彩の の 更新す こ 基本であ  

・また あ 道路附属物等 例え 防護柵 そ 異 道路附属物等 例え 照明 の

設置時期 必 し 一致し いた 異 道路附属物等の間で色彩の調和を一定期間欠く

こ 考えら  

 このよう 場合 他施設の更新時 既 景観 配慮し 整備あ い 更新さ た道

路附属物等 一貫した考え方 基 く形状・色彩の の す こ 基本であ  

・整備時期の よ 景観的配慮の考え方 踏襲さ 施設間の形態や色彩 一貫性

を欠くこ 避け け ら い した 道路の景観配慮 関す マスタ プラン

を作成す 等 一貫した考え方 基 く整備 よう す こ 基本であ 4-1参照  
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３-６-  道路占用物件

道路占用物件の色彩 周辺の自然やまち の融和を図 他の道路附属物等 の統一

感のあ 色彩を選定す こ 必要であ 占用者 の協議等 よ 調整を図 こ 基本

また 個別 設置す ので く 可能 限 集約化・統合化す こ で 道路空間を

す させ こ を基本 す 3-6-2 参照  

ベンチ 

ポイン  

占用物件 し のベンチ 固定さ た の 近年のオ プンカフ 等で設置さ こ

多い仮設の椅子 大別さ 固定さ たベンチ 道路附属物等 し のベンチ 3-5 4

参照 同様 周辺の自然やまち の融和を図 シンプル 形状で 落ち着 を感 さ

せ 色彩を選定す こ 基本であ 仮設の椅子 テ ブル 可搬性や収納性を考慮す

こ 基本であ  

具体的方法の例  

・固定さ たベンチ 基本的 板 構造部で構成さ 必要 応 背 た あ

道路空間 設置さ 固定的ベンチの場合 構造部 鋼製 コンク ト製 板 木製

や人工木材製 樹脂製 多い 構造部 で 限 シンプルでコンパクト の す

こ を基本 す また 板 た際の温 感 ら 耐久性の高い木材 望

ましい ささく 等の発生 あ こ ら維持管理 注意す 必要 あ 最終的

コスト等のバランス 考慮し 素材を決定す

・鋼製部材の色彩 ダ クグレ ダ クブラウン等で け目立た い のを基本

す

バス停上屋、地下出入口、食事施設等 

ポイン  

バス停上屋 近年占用物件 し で く 道路附属物等 し 設置さ ケ ス 3-5 5

参照 ら よう た また 行政 の契約 よ 民間事業者 屋外広告物を取

入 たバス停上屋の設置 維持管理を行うケ ス 増え お こ らの多く デザイン

的 洗練さ い  

地下鉄や地下駐車場・駐輪場等の出入口 歩道空間 立ち上 施設であ 歩道幅 係

ら 一定の占用幅を有す た 圧迫感を与え 施設 やすい こ らの施設 基本的

屋根 柱 壁 よ 構成さ で 圧迫感を与え こ いよう 軽快
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見え よう す こ 基本であ  

また 最近 道路占用の特例制度を用い 食事施設等を道路空間 設置す 事例 増え い

こ ら 周辺の自然やまち の融和を図 軽快でシンプル 感 させ 形状・色

彩を選定す こ 基本であ  

また こ ら 建築基準法 消防法の適用を け の こ ら 構造や使用す 素

材等 当該法 基 いた の す こ 必要であ  

 

具体的方法の例  

・設置 よ 圧迫感を軽減す た 壁や屋根等の素材を透明感のあ の す

で 軽快で開放感の感 ら 表情 す  

・シンプルで無駄の い構成を基本 し 設置場所の条件 応 必要 機能を絞 込  

・バス停上屋 目印 し の記号や文字 時刻表 の部分以外 そ らを引 立

ら周辺 融和す 色彩を基本 す  

・利用者の滞留空間 し 舗装 よ 視覚的 区分を行う場合 同色相で素材を変え

同素材で 2.0 以内の明度差を持たせ 程度 す 際立 た変化を避け こ 望ま

しい  

 

 

 

  

 

■軽快 開放感が感 られるようにした 
 路上の食事施設等 

 

■明るく開放感のある地下道入口 

 

■明るく開放感のある地下鉄入口 

 

■民間企業による維持管理を導入し道路景観 
 を保全しているバス停上屋の例 
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３ 変圧器等の地上機器 

 

ポイン  

電線類の地中化 伴う変圧器等の地上機器類 無電柱化推進法の施行 よ 今後さら

設置さ いくこ こ まで 設置さ た地上機器類 設置さ 道路の他の

道路附属物等 関係の薄い独自の色彩を用い い 例 少 く た し し 道路附属物

等 つい 施設間の調整 よ 同様の色彩の施設 設置さ で 地上機器類の 独

自の色彩を用い い 景観向上の効果 減少す こ こ らの地上機器類 他の

道路附属物等 同様の色彩 す こ を基本 す また 狭い歩道空間への導入 可能 よ

う 設置数量の抑制 容積の縮小 検討す こ 求 ら  

 

具体的方法の例  

・他の道路附属施設等 同様の色彩を用い  

・機能性を確保し ら 設置数量の抑制 容積の縮小を図 こ で 視線の透過性を高

工夫をす  

・歩行者向けの地番表示や案内板 の機能を付加した バス停上屋やボラ ド 植樹帯

の近接す 他の施設 合わせ 配置す 空間構成要素 し 活用した す こ

よ 地上機器の存在の唐突さを軽減す こ 考えら  

 

 

 

■様々な地上機器等が統一感なく並べられ
ている例 
洗練されていない道路空間 、利用者の
秩序やマ ーが乱れやすくなるため、勝手
な駐輪やゴ 投棄な が散見される 

 

■バス停上屋やベンチ等と合わせて地上機
器を設置している例 
デッドス ースとなるバス停上屋の柱間
に地上機器を配置すること 、利用者の動
線を邪魔することなくおさめている 
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３－７ コストと維持管理 

道路附属物等の整備 係 コスト 維持管理 つい 第２章 示した事項 加え 以下

示す配慮 必要であ  

コス を考えた道路附属物等の設置 

ポイン  

○道路附属物等 経年的 劣化や事故等 よ 変形また 破損 想定さ 施設であ た

道路附属物等の設置 係 コスト イニシャルコスト の ら 維持管理 修繕

関わ コスト ランニングコスト を 十分 考慮し 景観 配慮した道路附属物等

を設置す こ 基本であ  

○道路附属物等のうち 防護柵やボラ ド おけ レ フの設置や装飾的 意匠の付加

防護柵等の変形や破損 際し 迅速 修繕・復旧 しいうえ 修繕 関わ 費用 割高

場合 多い また 地域のシンボルを表現した施設 破損したまま放置さ こ

地域イメ ジ し 好ましいこ で い こ らの装飾的 意匠の付加 つい

ランニングコストの面 ら その是非を検討すべ であ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

維持管理を考えた道路附属物等の設置 

ポイン  

○道路附属物等 使用さ 各種の素材 そ の素材の特性を有し お そ らの

特性を考慮した適切 維持管理を行うこ 基本であ  

○破損時等 おけ 部材取替えの容易性 更新範囲や更新 要す 時間 い コスト

影響す こ ら 選定す 際 十分考慮す こ 基本であ  

○道路附属物等の形状や素材 色彩を検討・決定す 際 点検のしやすさ 考慮す 必

要 あ  

 

 

 
■防護柵に御影石を併用した例 

 防護柵の変形や破損に際し、迅速な修繕・復旧
が難しい 

 
■寺町 擬石のボラードを設置した例 

 沿道出入口の脇にあるボラード 、車両の死
角に入り壊される場合が多い 
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具体的方法の例  

○素材の特性 応 た維持管理を行う  

・全般的 整備事例の多い鋼製の道路附属物等 素材の性質上塗装を必要 す この

た 景観的 観点 ら 塗装の剥離や褪色 汚 の付着や錆 よ 劣化を防止・抑制

す た 適切 維持管理を行うこ 望ましい  

・アル 製やステンレス製の道路附属物等 素材の性質 し 塗装を必要 し い

周辺景観 の融和を図 た 塗装を行うこ 想定さ このよう 場合 塗

装の剥離や褪色 汚 の付着を防止・抑制す た 適切 維持管理を行う  

・コンク ト製の道路附属物等 経年変化 よ 徐々 周辺景観 馴染 でいく一

方 雨水等 よ 汚 目立つ素材で あ このた 例え 天端 おけ 水 の

設置や水抜 のた の縦ス ットを壁面 設け 等 汚 集中し いた の工夫を行

うこ 望ましい  

・木製の道路附属物等 素材の性質上腐食 心配さ こ ら 防腐処理 必要

また 鋼製の道路附属物等 木材を被覆した の 内部の錆等を外部 ら確認し

くいこ ら 特 維持管理上の注意を行うこ 望ましい  

○維持管理や点検の容易性を考慮し 道路附属物等の形状を決定す  

・部材点数の少 さや使用工具の種類の少 さ 部材調遉の容易度等を考え 設置後の維

持管理 支障を たすこ いよう 形状 色彩を選定す こ 基本であ  
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３ 破損時等における道路附属物等の適切な修繕・更新 

ポイン  

○破損や老朽化 よ 錆び 目立つ道路附属物等をそのまま放置し おくこ 腐食の原

因 等の安全上の問題のほ 景観を阻害す 要因 良好 道路景観形成を

図 いくうえで 道路付属物等の破損や老朽化 あわせ 適切 修繕・更新を行

いくこ 基本であ  

○修繕・更新の対象 道路附属物等 景観配慮型の施設であ 場合 そ 同 形状・

色彩の の す こ 基本であ 逆 修繕・更新の対象 道路附属物等 景観

配慮型の施設で い場合 修繕・更新箇所を含 一部区間の設置年数や劣化の度合い等

を考慮し 可能であ 一部区間を先行し 景観配慮型の施設 置 換え の 望ましい  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的方法の例  

○定期的 点検を行い 問題のあ 箇所を早期 発見し 適切 修繕・更新を行う  

・適切 修繕・更新を行 いくた 道路附属物等の設置後 定期的 点検を行う

こ 加え 問題のあ 箇所を早期 発見し 適切 修繕・更新を行う  

○沿道住民 の連携 よ 適時適切 対応 道路の利用実態 即した適切 修繕・更

新を行う  

・実際の維持管理作業 道路管理者の点検管理 けで管内全 を把握す こ 困 で

あ 沿道住民 らの情報提供を け 対応す こ 多い そのた 道路管理者側

らのこま 情報発信等 よ 道路管理 対す 理解を得 よう努 道路

管理者 沿道住民等 のスム 連携を図 必要 あ  

 

 

■錆びが なり目立つ門型標識柱の例 

適切な修繕・更新を行っていくことが求め
られる 

 

■防護柵全体が錆びつ 、見苦しい状態に 

なっている 
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３－８ 暫定供用時の景観についての検討 

・道路 暫定供用さ 際 車線幅員調整等のた 仮設の防護柵 設置さ 場合 あ

こ らの施設 仮設用 し 特 景観 配慮した の い いこ 多いた

景観阻害を引 起こし い 例 多い

・こ らの施設 必 し 防護柵 し の機能 求 ら い ので い 車両の接

触時 あ 程度の車両の誘導や逸脱防止機能を保つこ 重要であ 仮設用 し 適切

機能を有し つ景観 配慮した のを用い こ 望ましい

具体的方法の例  

○工事中や暫定供用中の道路景観のイメ ジを高 施設を選定す

・現地の交通状況を考慮し 衝突時の車両の誘導や路外への逸脱防止機能を必要 し い場

所 おい イメ ジアップの観点 ら プランタ 等の施設で代替す こ 可能で

あ

 

 

■仮設的な施設 景観阻害要因となり

やすいため、十分な配慮が必要

■暫定供用時において、プランターを

設置し、車両の誘導を行っている例

■一時的な対応 あっても、生活空間等

のな 過剰な注意喚起 避けたほう

がよい

■仮設の防護柵が目立ちすぎている例
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３-９ 道路附属物等のデザイン まとめ

道路附属物等のうち 主要 以下の４つの道路附属物 つい 道路景観の種別毎のデザイン 色彩の基本案を下表 示す

表 道路附属物等のデザイン 基本案 一覧 

道路景観

の 

種別 

防護柵 照 明 標識柱 歩道橋 

デザイン 

の 

ポイント 

ンプルな形状  
・防護柵 構造的・機能的 必要最低限の部材で構成さ たシン
プル 形状であ こ 基本であ  

・地域イメ ジの直接的 表現(地域の特産物を表現したレ フ
の設置や絵を描くこ )を す 付加的 装飾 防護柵
おけ 景観的配慮 言え い 防護柵 本来有す

機能を損 うおそ あ た 避け こ 基本であ

透過性への配慮  
・主 自然景観や田園景観 広 い 地域 おい 周辺への
眺望を確保す 必要 あ 場合 透過性の高い形式 す こ

基本であ  

存在感の低減  
・主 橋梁部や中央分離帯 設置さ コンク ト製壁型防護
柵 表面 平滑 コンク ト壁面 連続す た 面 し
の存在感 強い またコンク ト 輝度 高いた 道路外部
らの眺 おい 目立 た存在 やすい このた 必要
応 コンク ト壁面の存在感を低減させ 工夫を行うこ
望ましい

人との親和性等への配慮  
・歩道 設置さ 道路で 防護柵 歩行者の間近 存在す こ

また歩行者 防護柵 直接触 こ 対す 配慮をバ ア
フ 等の観点 ら行うこ 基本であ

・温 を感 させたいよう 地域や 木造の歴史的構造物の周
辺 木造の伝統建築物 集積し い 街並 緑の多い地域
おい 木製の防護柵を用い こ 考えら

◆車道照明

配置  
・配置検討 その他の道路附属物等の配置計画 同時 行うこ

基本であ 道路標識等 極力一体化し 煩雑 ち 道
路景観 おけ 構成要素を最小限 す こ 望ましい  

照明柱  
・昼間の存在感や 柱 灯具のバランス 配慮し 道路構造 応
た適切でシンプル ポ ルを選択す こ 基本であ  

灯具形状  
・発光部 大 く光源 直接見え の 事前 グレアの影響

い 確認 必要であ また 無駄 光 上方 拡散し周囲
影響を及ぼさ い灯具を選定す 必要 あ  

◆歩道照明

配置  
・道路空間 対す 施設の乱立を避け た 車道照明 整合性の
あ 配置を基本 す  

照明柱、灯具形状  
・車道照明 同様 す

その他  
・道路景観整備等 関す 検討 し 防護柵内蔵や低位置照明を採
用す 場合 隣接す 車道のドライバ 対す グレア 留意
必要であ  

・道路照明 同様 LED照明の場合 ランプ交換 で 灯具
毎の交換 の 多いた 命到遉時の交換方法 配慮し
設計す 必要 あ

・低位置照明 ポ ル照明 比べ 維持管理の高所作業を伴わ
いこ や 隣接地への漏 光を抑えたい場合 有利であ こ
ら 検討対象 加え こ 望ましい  

存在感の低減  
・道路情報板 道路標識 を支え 構造物であ 道路情
報板 道路標識 の視認性を阻害す のであ
ら いた その存在感を極力低減す 必要 あ 道

路景観 おい 視野阻害を軽減させ た 最小限
の設置 形態の洗練を検討す こ す  

最小限の設置  
・路面照度の均一性 十分 留意したうえで 照明灯等 の
一体化 つい 検討す また 横断歩道橋 跨道橋
の道路上を交差す 構造物への添架 つい 検討を行
うこ す その際 標識板 で け歩道橋等の
シルエット内 納 複数の標識板を設置す
場合 高さを揃え 設置す こ 望ましい また

異 事業者間で 共架 可能 よう 積極的 調
整を図 必要 あ

標識等の集約  
・標識の設置 際し 同様の情報 複数 わた 配置
さ こ の いよう 集約化を図 こ 望ましい  

デザイン上の配慮事項  
・新設歩道橋 跨 道路 らの景観配慮 歩
道橋利用者の利便性・快適性 の両面 配慮す
こ 望ま  

・横断歩道橋 跨 道路 ら見たデザイン上の要
請 道路走行の視界を極力妨 い 構造物本
体のスレンダ さ 附属・添架物 よ 煩雑さ
の軽減であ

・利用者の利便性 昇降施設の配置・形態 影響
し 快適性 歩行空間のしつらえ 対象  

色彩設定の配慮事項  
・市街地の道路景観の主役 道行く人々や車両
周辺建築物や店舗のショ ウ ンドウ 四季
折々 変化す 街路樹であ た 道路附属物
であ 歩道橋 控え 鮮や す 色彩
避け 低彩度の落ち着いた色彩 を選定す こ
を原則 す

・高欄部 窓枠部含 鋼製の場合 こ を桁部
同色 塗装す こ 一般的であ 色彩
よ 歩道橋全体の存在感 増し 圧迫感
繋 こ あ その場合 高欄部 アル

やステンレス 錆び い材料を素材色のまま
使用す 桁の色彩よ 明度の 2.0 以上
明 く塗 分け 軽快 印象

色

彩 

市
街
地
・
郊
外
部 

舗装面が比較的小さい 
防護柵 ガードパイプ等  

・ダ クグレ
・ダ クブラウン
・グレ ベ ジュ

※歴史的街並 等で
・ダ クグレ
・ダ クブラウン

舗装面が比較的大 い 
防護柵 ガードレール等  

・グレ ベ ジュ

※歴史的街並 等で
ガ ドパイプを基本 す
ガ ドレ ル 用い い  

地域の特性 応 た適切 色彩を選定す こ 基本  

・ダ クグレ
・ダ クブラウン
・グレ ベ ジュ

※歴史的街並 等で
・ダ クグレ
・ダ クブラウン

舗装面が比較的小さい／ 
規制標識、警戒標識、道路の
通称名、著名地点等  
・ダ クグレ
・ダ クブラウン
・グレ ベ ジュ

※歴史的街並 等で
・ダ クグレ
・ダ クブラウン

舗装面が比較的大 い／ 
門型,F 型,T 型等,支柱直径
Φ300 ㎜以上等  
・亜鉛 仕上
・ダ クグレ
・ダ クブラウン

※歴史的街並 等で
・亜鉛 仕上
・ダ クグレ
・ダ クブラウン

・周辺建築物や周辺道路附属物等の色相 揃えた
うえで その存在感を抑え 10YR の中明度低
彩度 の色彩を選定す

自
然
・
田
園
地
域 

舗装面が比較的小さい 
防護柵 ガードパイプ等  

◇樹林地
・ダ クグレ
・ダ クブラウン

◇海岸部・田園地帯
・ダ クブラウン
・グレ ベ ジュ

舗装面が比較的大 い 
防護柵 ガードレール等  

◇樹林地
・グレ ベ ジュ

◇海岸部・田園地帯
・グレ ベ ジュ

地域の特性 応 た適切 色彩を選定す こ 基本  

◇樹林地
・ダ クグレ
・ダ クブラウン

◇海岸部・田園地帯
・ダ クブラウン
・グレ ベ ジュ

舗装面・比較的小／ 
規制標識、警戒標識、道路の
通称名、著名地点等  

◇樹林地
・ダ クグレ
・ダ クブラウン

◇海岸部・田園地帯
・ダ クブラウン
・グレ ベ ジュ

舗装面・比較的大／ 
門型,F 型,T 型等,支柱直径
Φ300 ㎜以上等  

◇樹林地
・亜鉛 仕上

◇海岸部・田園地帯
・亜鉛 仕上

注
記 

・周辺 比較的明 い色彩を基調 し い 地域や 近接し 亜鉛
の道路附属物等 設置さ い 場所等 おい オフ

グレ 候補色 加え 検討す  

・支柱径 比較的大 い Φ300 ㎜以上 柱 しく 自動車
専用道路等 亜鉛メッキ 含 検討す

・周辺 比較的明 い色彩を基調 し い 地域や近接し
亜鉛 の道路附属物等 設置さ い 場所等 おい

オフグレ を候補色 加え 検討す

・周辺 比較的明 い色彩を基調 し い 地域や近接し
亜鉛 の道路附属物等 設置さ い 場所 亜

鉛 仕上 塗装仕上 混在す 場合(例え 支
柱 亜鉛 仕上 梁材 塗装仕上 ) オフグ
レ (5Y7.0/0.5) を候補色 加え 検討す

基本 す 色彩の標準マンセル値  

・ダ クグレ 濃 色 ･･････ 10ＹＲ3.0／0.2
・ダ クブラウン こ 茶色 ･･ 10ＹＲ2.0／1.0
・オフグレ 薄 色 ････････  5Ｙ7.0／0.5
・グレ ベ ジュ 薄 茶色 ･･ 10ＹＲ6.0／1.0
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第 章 景観に配慮した道路附属物等の整備の進め方 

国土交通省所管事業で 景観検討の基本方針 案 平成 19 年 4 月 基 い 構想・計

画 ら維持管理まで 景観整備方針の 承 よ 一貫した景観整備を行うこ い 景

観 配慮した道路附属物等の新設 更新 おい 一貫した考え 基 い 行うこ 基本であ

またそのた 道路全体 係 景観マスタ プラン等を策定す こ 望ましく その

で 本ガイドライン 示さ た事項 基 い 景観 配慮した道路附属物等の新設 更新

あた のマスタ プランを定 こ 基本であ お 独自の指針等を策定し い い

道路管理者 おい 本ガイドライン 準拠し 道路附属物等を新設・更新す こ す  

本章で 道路全体 係 景観マスタ プラン等で示すべ 項目のうち 道路附属物等 係

事項 つい マスタ プランの策定 マスタ プラン 基 く道路附属物等の選定 地域意見

の ま および事後評価の実施 つい 示す  

 

-  道路附属物等に係 マスタープランの策定 

- -  マスタープランの定義と策定目的 

道路附属物等 係 マスタ プラン 道路附属物等の統一性や連続性を図 地域や区間の

単位 景観的 配慮 特 必要 地域・道路を示す そ らの地域等 おけ 景観的

配慮方針を示す のであ  

マスタ プラン 景観 配慮した道路附属物等の新設・更新を一貫した考えの 実施

す こ を目的 策定す マスタ プランで定 た方針 基 く検討 新設・更新時の道

路附属物等の統一性や連続性の確保 必要性の判断 よ 設置の回避 景観 優 た他施設

よ 代替手段 よ 対応等を 進す こ  

 

- -  マスタープランの内容 

マスタ プラン 以下の内容を標準 し 地域の実情 あわせ 適宜内容を補うこ す

 

道路附属物等の統一を図る区間 

市街地・郊外部 自然・田園地域の景観等 沿道の景観的基調 同一で連続す 区間を単位

し 道路附属物等の統一を図 区間を定  

景観的 基調の把握 あた 地方自治体等の景観条例や各種計画 総合計画 都市マ

スタ プラン 土地利用計画 景観計画等 の把握 地形図の土地利用 よ 色分け その他

の既往文献資料 現地調査等 よ 確認を通 行う  

お あ 一定距離の景観的基調の区間の 景観的基調 異 距離の短い区間 点在

す よう 場合 例え 主 沿道 樹林地であ 区間の で 部分的 川や湖 接す 場所
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存在す 場合 であ その主た 基調を全区間 渡 適用す の 基本であ  

 

景観上特に配慮する必要のある地域・地区等 

マスタ プランの策定エ アのうち 歴史的 環境を有し い 地区 地域の主要 山岳へ

の眺 得ら 地域等 景観上の特 配慮す 地域・地区等 し 位置付けら マス

タ プラン １ で示した道路附属物等の統一を図 区間 加え こ らの地域・地区

を明確 す こ 望ましい こ らの地区の例 し ２-３景観的 配慮 特 必要

地域・道路 おい 示したよう 地域・道路 参考  

 

３ 景観的な配慮方針 

上記 １ ２ の地域・地区毎 景観的 配慮方針を定  

景観的 配慮方針 その地域・地区の景観を活 し 引 立 うえで道路附属物等

のよう あ べ いう観点 ら 景観上重視すべ 事項 形状 色彩 関す 事項を設定

す 配慮方針の検討 あた 地方自治体等 策定した地域や地区 関わ 景観の計画

十分 整合を図 必要 あ  

お 具体の道路附属物等の形式 つい 設置箇所の状況 応 決定す 必要 あ

また 塗装等 よ 着色す 場合の道路附属物等の色彩 つい マンセル値 巻 資料２

で定 おく の す  

景観的 配慮方針の設定例を以下 示す  

■景観的な配慮方針の設定例 防護柵を例として  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○市街地・郊外部 
市街地景観が基調の区間  

 ・都市的で比較的明 い色調の街並 景観を引 立 よう 配慮す  
 ・歩行者の通行 多く 人 間近 眺 触 こ 想定さ こ ら 細部のデザイン

留意す  
 ・防護柵の色彩 グレ ベ ジュ(10YR6.0/1.0)を基本 す  

歴史的な街並みを基調とする区間  
 ・伝統的建築物群 ら 落ち着いた色調の街並 景観を引 立 よう 配慮す  
 ・多くの観光客 間近 眺 触 こ 想定さ こ ら 防護柵の手触 感 配慮す

 
 ・防護柵の色彩 街並 景観の基調を す漆喰や瓦 融和す ダ クグレ (10YR3.0/0.2)

を基本 す  
○自然・田園地域 

樹林景観が基調の区間  
・次々 山並 連続的 変化し 見え シ クエンス景観を印象的 眺 ら よう 配
慮す  

 ・眺 の良い区間 連続す こ ら 透過性の高い防護柵を基本 す  
・防護柵の色彩 樹林景観 溶け込 ダ クブラウン(10YR2.0/1.0)を基本 す  
海岸景観が基調の区間  
・水平線や海水面 空 連続的 変化し 見え シ クエンス景観を印象的 眺 ら

よう 配慮す  
 ・眺 の良い区間 連続す こ ら 透過性の高い防護柵を基本 す  

・防護柵の色彩 海岸景観 溶け込 ダ クブラウン(10YR2.0/1.0)を基本 す  
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- -３ マスタープランの対象範囲 

マスタ プラン 策定対象 す 地域・地区や道路の性格 よ 様々 範囲 存在

す マスタ プランの策定 あた 地域・地区や道路の状況を踏まえ 現場 適用し

やすい適切 対象範囲 す こ 必要であ  

マスタ プランの対象範囲の例を以下 示す  

・県レベルの広域タイプ 

・国立公園等の地域内で策定す タイプ 

・所管す 路線で定 タイプ 

・特定の地区で定 タイプ  等 

 

- -  マスタープランの策定主体 

マスタ プラン 策定対象 す 地域・地区や道路の性格 応 国 県等の複数の道

路管理者 協力し 定 場合 道路管理者 単独で定 場合 あ  

例え 複数の市 村 ら 広域タイプで 国道事務所 主体 県・市 村 参

画し マスタ プランを策定す こ 考えら  

また 道路管理者 単独で定 場合で 策定す 地域・地区 関係す 道路管理者 調

整す こ 求 ら   
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■マスタープランにおける景観的な配慮方針の設定例 
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-  マスタープランに基づく道路附属物等の選定 

具体の道路附属物等の新設 更新 あた マスタ プラン おい 示さ た景観的

配慮方針 基 い 適切 形状 色彩等 す こ 基本であ 以下 具体の道路附属

物等の選定時 おけ 留意事項を示す  

 

- -  設置する道路附属物等の検討と選定 

マスタ プラン おい 定 ら た景観的 配慮方針を踏まえ 設置可能 道路附属物等

つい 代替案を含 検討し 設置を行う具体の道路附属物等の形状 色彩等を選定す 道

路附属物等や代替施設の検討 おい その種類 形状 色彩の比較 加え 維持管理の

容易性やライフ イクルコスト等 つい 検討す こ 必要であ  

お 既 景観 配慮した道路附属物等の整備 進 でい 場合 他区間 おい 統

一性 連続性を図 た 原則 し 景観 配慮した既設の道路附属物等 同一の のを選

定す こ 基本であ  

 

- -  マスタープランがない場合の当面の対応 

マスタ プラン ま 策定さ い い場合 当面の運用 し 上記の検討 先立ち

以下の検討を行う  

 

設置箇所の景観的基調の把握 

４-１道路附属物等 係 マスタ プランの策定 で示した方法 よ 市街地・郊外部

自然・田園地域の景観等 設置箇所周辺の景観的基調を把握す お 景観的基調の把握

あた 設置箇所 その周辺の主た 景観的基調 異 距離の短い区間 該当し い

場合 その主た 基調を設置箇所の景観的基調 し 扱う  

 

景観的な配慮方針の設定 

設置箇所 おけ 景観的基調を踏まえ 景観的 配慮方針を設定す  

配慮方針の設定 マスタ プラン 同様の観点 ら行う  

 

お マスタ プランの策定範囲外の地域 道路 つい 本ガイドラインおよび 近隣

のマスタ プランを策定した地域・地区の道路 おけ 配慮事項を参考 適切 道路附属物

等を選定す こ 基本であ  
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-  地域意見のと まとめ 

地域の意見の聞 取 その結果の ま 次の各段階で実施す  

 

-３-  防護柵に係るマスタープランの策定段階 

マスタ プラン し 計画を ま 場合 パブ ックコメント手続 等を実施

し 広く地域 らの意見を求 計画 対す 人々の理解を深 らう 得ら

た意見等を適切 反映し マスタ プラン し の完成度を高 こ 望ましい また 道

路全体の景観 係 マスタ プラン等の策定 あた パブ ックコメント手続 等を実施す

場合 その で道路附属物等 つい の意見を聴取す こ 望ましい  

地域意見を聴取す 方法 し 以下のよう 方法 あ  

・インタ ネット 

・地方自治体等の広報  

・アンケ ト調査 

・地域の人 参画す 委員会 

・道路利用者の ニタ  等 

また 策定したマスタ プランの内容 つい 広報活動等を通し 地域の人々 知

らうこ 重要であ その際 聴取した意見を計画 のよう 反映した つい

の報告 行い 地域の人々の理解を得 こ 重要であ  

 

-３-  道路附属物等の選定段階 

景観 配慮した道路附属物等 マスタ プラン 基 い 選定す のであ こ ら

そのデザイン 形状 意匠 対す 要望を直接的 地域 ら聞くこ 必 し 必要で

い  

この段階 おい 地域 ら意見を聞く必要 あ ケ ス し 設置す 道路附属物等

マスタ プラン 基 いた適切 のであ 否 つい パブ ックコメントを求

こ 等 考えら  
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-  事後評価の実施 

景観 配慮した道路附属物等の設置後 おい 設置した道路附属物等 つい 景観的

面 ら事後評価を行う 交通安全上の問題 生 い い 維持管理 あた

の問題 い 等 つい 評価を行い 今後の道路附属物等整備や維持管理 活 し いく

こ 望ましい お 道路の新設 更新時 おい 景観 配慮した道路附属物等の設置を行

う場合 道路整備全体の事後評価の で評価を行うこ 望ましい  

 

- -  整備実施直後の評価項目 

整備実施直後 おい 設置した道路附属物等 計画で示した内容や目標を十分 遉成し

い う つい 景観的 評価を行い 改善すべ 問題点や課題 あ 場合 適切

措置を こ す  

事後評価を行う評価主体 し 地域の人々 道路利用者 道路管理者等 考えら

また 評価の視点 し ２-１景観的配慮の基本理念 で示した 周辺景観 の融和 他

の構造物 の調和 構造的合理性 基 いた形状 周辺への眺望の確保 人 の親和性

等 配慮さ たデザイン 考えら お 事後評価 現場の状況 応 ア ン

グ アンケ ト等 適切 方法で行うこ 望ましい  

 

- -  整備実施 ら数年後の評価項目 

整備実施 ら数年後 おい 設置後の道路附属物等 適切 維持管理さ 機能的

景観的 良好 状態を維持し い つい 評価を行い 改善すべ 問題点や課題 あ

場合 適切 措置を こ す 例え 破損箇所 おけ 同一形状・色彩の道路附

属物等 よ 更新 劣化・磨耗したカラ 舗装の補修 樹木の生長 伴う道路標識への視認性

低下防止措置 の道路附属物自体 関す のや 市 村の景観重要公共施設への当該道路

の指定 伴う道路附属物等のあ 方の見直し 道路以外の のや仕組 よ の あ  

また 今後の整備や維持管理 活 すべ 事項 つい その内容 対応方針をま

適切 引 今後の整備や維持管理 反映させ こ す  

評価の項目 評価主体の例を以下 示す お 事後評価 現場の状況 応 ア

ング アンケ ト等 適切 方法で行うこ 望ましい  

評価の項目と評価主体の例  

 

 

 

 

 

  

評価の項目 評価主体の例 

安全性確保 道路利用者 道路管理者等 

景観(補修状況を含 ) 地元住民 道路利用者 道路管理者等 

維持管理(ランニングコストを含 ) 道路管理者等 
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- -３ マスタープランの修正・調整 

道路附属物等の維持・更新 10 年～20 年周期以上 及ぶ のであ こ ら 相当程度の

時間の流 を考慮し 良好 道路空間をつく あ いくこ 重要であ し し ら

実際適用した結果 必 し 想定した通 い い部分や 地元住民等の要望 社会

情勢の変化等 ら マスタ プランを運用し いく で 若 の問題 発生す ケ ス 想

定さ このた マスタ プランを具体的 運用し いくうえでの問題点や課題 更

時代の要請等を踏まえつつ マスタ プランの微修正・調整を適宜行 いくこ 良好

道路空間をつく あ いくうえで 重要であ  
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参考－1 
 

 

資料  景観の種類 

-  道路敷地内 らの景観 内部景観 と敷地外 らの景観 外部景観  

道路の景観 内部景観 道路敷地内 ら眺 た景観 外部景観 道路敷地外 ら眺 た

道路自体の景観 の つ 大別さ  

道路 視点場であ 同時 眺 ら 対象で あ こ ら 内部景観 で く

外部景観 配慮す 必要 あ  

 

- -  道路敷地内 らの景観 内部景観  

〇内部景観 車両の運転手や同乗者 歩行者等 道路敷地内 らその道路を含 眺

景観であ 山・海等の遠景 沿道建築物 い た道路敷地外の要素 道路の線形や

スト トファニチャ 道路附属物等 道路照明 防護柵等 い た道路自体および

道路敷地内の要素 主要 景観要素  

 

〇内部景観 おい シ ン景観 シ クエンス景観の扱い 重要であ  

→ ーン景観 固定的な視点 らの透視図的(写真的)な景観  

歩行者 移動速度 遅く 立ち止ま こ 多いので その景観 固定的 景観 シ ン

景観 し の性格 強く 視点の移動速度 遅いので 規模の大 要素 けで

く 防護柵を す 道路附属物等の材質や細部の表情 舗装面の状態や模様等の細

点 意識さ  

 

→ ークエンス景観 視点の移動につれて連続して変化する景観  

車両の運転手や同乗者 ら見た最 重要 内部景観の つであ 視点の移動速度 速

いので 景観 流 よう 連続し 認識さ 景観の展開や連続性 防護柵の基本

形状や色彩等 特 問題 細部 あま 対象 ら い  

 

〇道路の内部景観をシ ン景観 し 捉え 場合 防護柵 その手触 感等の細部のデザイ

ン 重要 また 内部景観をシ クエンス景観 し 捉え 場合 移動す 視

点 らの外部への眺望確保や周辺景観 い 溶け込 でい 配慮す こ 等 特

重要であ  

 

  



参考－2 
 

 

- -  道路敷地外 ら眺めた道路自体の景観 外部景観  

〇外部景観 沿道利用者や地域住民等 道路敷外 ら当該の道路を周辺景観 眺

景観であ 周辺景観 道路の構造物 法面 橋梁等 や道路附属物等 防護柵 道路照

明等 の調和 重要  

 

〇また 外部景観 集落や展望台等 視点位置 道路外部 多く存在す 自然・田園地

域 おい 特 重要であ  

 

〇外部景観 道路構造物 地域景観を分断す いう眺望 係 問題 道路構造物自体

のデザインや周辺地域 の馴染 係 問題 いう つの側面 あ 自然景観 優

た国立公園 国定公園 県立自然公園等の自然公園地域内等 おい 道路外部の視点

展望台等 ら見た時 帯状 連続す 防護柵 目立つ存在 やすいた 形状・

規模や色彩等 対す 配慮 特 必要  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

■外部景観において、防護柵や遮音壁等の道路附属物等 目立つ存在となりやすい 



参考－3 
 

 

資料  色彩の基礎知識 

 

-  色彩の概念と性質 

色彩の基本 色の 属性 色相・明度・彩度 で

構成さ 有彩色の赤・黄・青 の色合いを 色相

色の明 さ さを 明度 色の鮮や さを 彩度

いう  

無限 存在す 色彩 そ の属性の性質を明

ら す こ で 道路の構造物 し ふさわしい

色彩の方向性を検討す こ で  

 

- -  色相 

マンセル表色系での 色相 マンセル色立体を

上 ら見 5Ｒ 5Ｙ 5Ｇ 5Ｂ 5Ｐの五色相を基

本 し その間を分割した 40 色相を用い い 図

2 参照  

一般 赤 R ～黄 Y の範囲 色 ウォ ム

系 言わ を感 賑わいを演出

す 色相であ 逆 緑 G ～青 B の範囲 寒

色 ク ル 系 言わ 落ち着いた雰囲気を創出

す 際 多く使わ い  

 

- -  明度・彩度 

マンセル表色系での 明度 マンセル色立体で

の高さ し 表さ 明 さを表し 理想の黒を最下

位 0 理想の白を最上位 10 し その間を知覚的

10 段階 分けた のであ  

例え 図 3 の青枠 マンセル値で 10YR7／1 で

あ 明度を 2 下 10YR5/1 の緑枠の色

マンセル値 色彩を 色相 明度/彩度 で表わ

した の  

一般 大 さ 材質 同一の物質で 明 い の

程 軽快 感 ら い の程 重厚 感 ら  

同様 彩度 鮮や さを表し マンセル色立体の無彩色軸を中心 し 中心 ら遠

ほ 鮮や 色 彩度値 高く 例え 図 3 の青枠 マンセル値で 10YR7／1 

であ 彩度を 3 上 10YR7／4 の赤枠の色 一般 鮮や 色ほ 誘目性 高く

人目 つ やすい  
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資料 ３ 道路附属物等の現状 

道路附属物等 道路上 垂直 立ち上 のあ 施設であ た 水平性 卓越す 道路景

観 おい 景観的 目立つ存在 やすい また機能上 連続し 設置さ 防護柵や遮

音壁 延長 長く た 景観的影響 大 い  

こうした道路附属物等の設置の現状を 景観的 課題 し 捉え直す 大 く以下の６点

整理さ  

 

課題 ：必 しも防護柵としての機能が求められていない場所に設置されている 

課題 ：周辺景観のな 道路附属物等が目立っている 

課題 ：外部への眺望が阻害されている 

課題 ：形状、色彩の異なる道路附属物等が連続して設置されており、煩雑な印象となっている 

課題 ：近接して設置される他の道路附属物等との景観的統一性がない 

課題 ：歩行者が触れる施設としての配慮に欠けている 
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課題 ：必 しも防護柵としての機能が求められていない場所に設置されている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

■植樹帯と横断防止柵を併用した例 

 植樹帯により歩行者の横断防止機能が確保されているため、横断防止柵 必 しも

必要ない 

  

■歩車道分離のために車両用防護柵が設置されたと考えられる例 

車両の路外逸脱防止・進行方向復元といった車両用防護柵としての機能 求められ

ていない 縁石等、他の施設 も代替 可能 ある 

 

■交差点部に歩行者の巻 込み防止の

ために防護柵が設置された例 

縁石や駒止め等、他の施設 も代替

可能 あり、防護柵 必 しも必要な

い 

 

■鉄道高架橋の橋脚保護のために防護

柵が設置されたと考えられる例 

橋脚 、防護柵の柵高と同程度の一段

高い構造物上にあるため防護柵 必

しも必要ない 
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課題 ：周辺景観のな 道路附属物等が目立っている 

・色彩の明度 彩度 高い場合や 周辺景観 全く異 色相の道路附属物等 周辺

環境 ら浮 立 た存在 やすい  

・特 鉛直的 立ち上 の大 い遮音壁 規模 大 い 故 道路景観 おい 目

立 た存在 やすい  

・道路空間 様々 色彩 出現す 情報過多 整備意図 伝わ くく

けで く 景観的 大 混乱を生  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

■色彩の彩度が高く、周辺景観 ら浮立った印象となっている防護柵の例 

   

■周辺景環境 ら浮立った印象のある白色の防護柵の例 

   

■過剰なデザイン 周辺景観 ら浮立った印象となっている横断防止柵の例 
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■規模が大 いため存在感が大 く、景観的に目立っている遮音壁の例 

   
■沿道建築物と全く異なる色相 、明度・彩度も高いため景観的に目立っている歩道橋の例 

   
■多用した柵類が目立つこと 、空間の狭さを強調し圧迫感が生 ている例 

    
■色彩やデザインが過剰 景観的に目立ちすぎている例 
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■カラー舗装やカラー標示等の多用 、道路景観が悪化する け なく、情報が交錯

することによる交通安全機能の低下にもつながる  
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課題 ：外部への眺望が阻害されている 

・ガ ドレ ル形式等の透過性の低い防護柵 沿道への眺望を阻害しやすい  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■外部への眺望を阻害している透過性の低い防護柵の例 
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課題 ：形状、色彩の異なる道路附属物等が連続して設置されており、煩雑な印象となっている 

・個々の意匠や色彩のデザイン 悪く く 連続す 施設相互のデザイン バラバ

ラであ 煩雑 印象 やすい  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

   

 

■連続して設置されている道路附属物等の相互の形状、色彩等が異なるため、煩雑な

印象となっている例 
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課題 ：近接して設置される他の道路附属物等との景観的統一性がない 

・標識 照明 信号 電柱等 多数の施設 無秩序 並び その意匠や色彩のデザイン

バラバラであ 煩雑 印象 やすい  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■防護柵と照明柱、信号柱、標識柱の意匠、色彩が異なるため、煩雑な印象 

となっている例 
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課題 ：歩行者が触れる施設としての配慮に欠けている 

・柵の裏側や端部の処理 粗雑 例：ボルト・ ット類の露出等 た 歩行者 不

快感を与え 安全上 問題 い 道路附属物等の例 あ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

■ボル ・ ッ 類が露出する等、裏面の処理が粗雑な防護柵の例 
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資料  夜間景観ガイドライン等の事例 

 

■夜間景観ガイドラインの策定状況 
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◯長崎市 

 

※環長崎港夜間景観向上基本計画 案 成 29 年 4月 長崎市 を元に加筆 
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◯下関市 

 
※下関市夜間景観ガイドライン 成 28 年 3月 下関市 を元に加筆 
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◯金沢市 

 
※金沢らしい夜間景観整備計画 成 26 年 3月 金沢市 を元に加筆 
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◯神戸市 

 

※まちのあ りのガイドライン 税関線沿道南地区 ～夜間景観づくりに けて～ 成 25 年 神戸市  

を元に加筆 
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資料  車道混在・自転車通行帯表示のローカルルールの設定事例 

 国立公園内であ こ 伊豆地域独特の事情を考慮し 特例 し カルル ルを設定

し い 事例 

 

※ 成 28 年度 静岡県景観懇話会 資料 4 

伊豆地域における自転車走行空間整備に向けた取組 

成 29 年 2 月 静岡県  
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資料 ６ 防護柵の種類と形式 

車両用防護柵の種類 たわ 性防護柵 剛性防護柵 あ またさら たわ 性

防護柵 ビ ム型防護柵 ケ ブル型防護柵 橋梁用ビ ム型防護柵 等の形式 あ  

車両用防護柵の種類 形式の選定 つい 防護柵の設置基準 おい 定 ら い  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■参考：車両用防護柵の種類・形式 

種

類 
形 式 

わ

性
防
護
柵 

1.ビ ム型防護柵 

(1)  

 

 

 

 

 

 

(2) パイ  

 

 

 

 

 

 

(3)ボックスビ ム 

 

 

 

 

 

 

2.ケ 型防護柵 

 

 

 

 

 

 

3.橋梁用ビ ム型防護柵 

 

 

 

 

 

 

剛
性
防
護
柵 

コンク 製防護柵 

 

 

 

 

 

 

  

車両用防護柵 種類 選定  

車両用防護柵 原則 し たわ 性防護柵を選定す の す  

た し 橋梁 高架 の構造物上 設置す 場合 幅員の狭い分離帯 防護柵の変形を許容

で い区間 設置す 場合 おい 必要 応 剛性防護柵を選定す こ で  

車両用防護柵 形式 選定  

 車両用防護柵の形式選定 当た 性能 経済性 維持修繕 施工の条件 分離帯の幅員

視認性の確保 快適展望性 周辺環境 の調和 十分留意し 選定す の す  

( 防護柵の設置基準 よ 引用) 
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■参考：歩行者自転車用柵 種類 

 種 類 

横
断
防
止
柵 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

転
落
防
止
柵 
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資料－７ 道路附属物等関連基準類一覧 

本ガイドラインで取 扱 い 道路附属物等 関連す 技術基準を下表 示す そし 次

頁以降 各技術基準 おけ 景観配慮 関す 主 内容 その内容 対す 解釈の考え方を示

す  

 
表 道路附属物等 関連 技術基準類一覧 

防護柵の設置基準 路局通

防護柵の設置基準 同解説 解説書 日本 路協会

車両用防護柵標準 様 つい
建設省 路局
路環境課長通知

車両用防護柵標準 様 同解説 解説書 日本 路協会

路照明施設設置基準
都市 地域整備局

路局通

路照明施設設置基準 同解説 解説書 日本 路協会

Ｌ 路･ ンネル照明
導入ガイ ライン 案

ガイ ライン 国土交通省大臣
官房技調査課電気通信室等

路照明基準 S Z 日本工業規格 S

路標識設置基準 都市局 路局通

路標識設置基準 同解説 解説書 日本 路協会 S

路標識 区画線及び 路標示
関する命令

建設省令 S

立体横断施設技術基準 都市局 路局通 S

立体横断施設技術基準 同解説 解説書 日本 路協会 S

視線誘導標設置基準 都市局 路局通 S

視線誘導標設置基準 同解説 解説書 日本 路協会 S

 路反射鏡 路反射鏡設置指針 指針 日本 路協会 S

 舗装
法定外表示

法定外表示等の設置指針 つい
警察庁交通局

交通規制課長通

 舗装
規制標示 黄色

路標示ペイン の黄色の統一 つい
警察庁交通局

交通規制課長通
S

自転車 等の設計基準 都市局 路局通 S

自転車 等の設計基準 解説 解説書 日本 路協会 S

安全 快適 自転車利用
環境創出ガイ ライン

ガイ ライン 国土交通省 路
局 警察庁交通局

視覚障害者誘導用ブロック設置指針
都市局街路課長
路局企画課長通

S

視覚障害者誘導用ブロック
設置指針 同解説

解説書 日本 路協会 S

基準移動等円滑化のため 必要
路の構造 関する基準 定める省令

国土交通省令

増補版 路の移動等円滑化
整備ガイ ライン

ガイ ライン 国土技術研究
センタ

. 基準名称 担当部署・編者等 年月日ガイドライン該当箇所

防護柵

 照明

 標識柱

 歩 橋

‐

 
そ
の

の
遈
路
附
属
物
等

舗装
視覚障害者

誘導用ブロック

 視線誘導標

 舗装
自転車走行

空間



資料－７　道路附属物等関連基準類一覧　

形　状 色　彩 配　置 その他

1 防護柵
防護柵の設置基準
(国道地環第93号)

道路局
通達

H16.3.31
国土交通省

道路局

各地方整備局長
北海道開発局長

沖縄総合事務局長
道路関係四公団総

裁、理事長
各都道府県知事
各政令指定市長

・防護柵の設置の適正を期するた
めの一般的技術基準。
・車両用防護柵と歩行者自転車用
柵に関する設置すべき区間、設計
強度の種別、性能、構造、材料、
施工、維持管理について記載。

第2章車両用防護柵
2-4設置方法
(1)種類および形式の選定
2)形式の選定
車両用防護柵の形式選定に当たっては、性
能、経済性、維持修繕、施工の条件、分離帯
の幅員、視認性の確保、快適展望性、周辺
環境との調和などに十分留意して選定するも
のとする。

第2章車両用防護柵
2-4設置方法
(11)色彩
車両用防護柵の色彩は、良好な景観形成に
配慮した適切な色彩とするものとする。なお、
線形条件、幅員、気象状況などにより視線誘
導を確保する必要がある場合には、視線誘
導標の設置等適切な視線誘導方策を講じる
こととする。

第3章歩行者自転車用柵
3-4設置方法
(5)色彩
・歩行者自転車用柵の色彩は、良好な景観
形成に配慮した適切な色彩とするものとす
る。

・特に無し。 ・特に無し。

2 防護柵
防護柵の設置基準・同

解説
解説書 H28.12 日本道路協会 －

・「防護柵の設置基準」の適切な運
用に資するための解説書。

・展望性や周辺景観との調和の検討に関して
は、景観に配慮した防護柵整備ガイドライン
（景観に配慮した防護柵推進検討委員会、平
成16年3月）を参照する ことが望ましい。
（p46）

・車両用防護柵の色彩は、景観に配慮した適
切な色彩を用いることとしており、色彩の検討
にあたっては、景観に配慮した防護柵の整備
ガイドラインを参考にするとよい。なお、急
カーブが連続する区間、道路幅員が急に狭く
なっている区間あるいは濃霧の発生により前
方の視認性に低下しやすい区間などについ
ては、道路の線形を明示するために視線誘
導標などにより視線誘導を図ることが必要で
ある。このとき、視線誘導標などの設置につ
いては、視線誘導標設置基準・同解説((社)日
本道路協会、昭和59年10月)を参照された
い。（p59）

・歩行者自転車用柵は、設置する区間の地
域性や周辺環境に応じ、美観などを考慮しな
ければならない場合が多いため、良好な景観
形成に配慮した適切な色彩とするものとして
いる。なお、色彩の検討について、景観に配
慮した防護柵の整備ガイドライン(景観に配慮
した防護柵推進検討委員会,平成16年3月)を
参考とするとよい。（p86）

・特に無し。 ・橋梁、高架区間においては、道路上の構造
物としてランドマーク的要素もあるため、景観
上の配慮が強く求められる場合がある。この
ような場合には、橋梁用ビーム型防護柵が用
いられることが多い。また同区間において
は、剛性防護柵と同程度あるいは剛性防護
柵に近い強度を有し、かつ路外の展望性を
確保する防護柵として、下部がコンクリート
製、上部が金属製の複合型防護柵が用いら
れる場合もある。(p44)

3 防護柵
車両用防護柵標準仕

様について

建設省道路局
道路環境課長

通知
H11.2.16

国土交通省
道路局

各地方整備局長
北海道開発局長

沖縄総合事務局長
道路関係四公団総

裁、理事長
各都道府県知事
各政令指定市長

・車両用防護柵の標準仕様に関す
る通知。

・特に無し。 ・特に無し。 ・特に無し。 ・特に無し。 -

4 防護柵
車両用防護柵標準仕

様・同解説
解説書 H16.3.31 日本道路協会 －

・車両用防護柵標準仕様の内容を
掃海するとともに、防護柵を設置
する際の理解を助けるための解説
書。

・特に無し。 ・特に無し。 ・特に無し。 ・特に無し。 -

5 照明
道路照明施設設置基

準

都市・地域整
備局長、道路

局長通達
H19.9

国土交通省
都市・地域整
備局、道路局

各地方整備局長
北海道開発局長

沖縄総合事務局長
道路関係四公団総

裁、理事長
各都道府県知事
各政令指定市長

・道路照明、トンネル照明の整備
に関する一般的技術基準。

・特に無し。 第3章連続照明
3－3 照明方式の選定
連続照明の照明方式は原則としてポール照
明方式とする。ただし，道路の構造や交通の
状況などによっては，構造物取付照明方式，
高欄照明方式，ハイマスト照明方式を選定す
ることができる。なお，灯具は照明方式に応
じて適切に配置するものとする。

第5章トンネル照明
5－2 照明方式の選定
トンネル照明の照明方式は原則として対称照
明方式とする。ただし，道路の構造や交通の
状況などによっては，非対称照明方式を選定
することができる。

6 照明
道路照明施設設置基

準・同解説
解説書 H19.10.1 日本道路協会 －

・道路照明施設設置基準の適切な
運用に資するための解説書。

・特に無し。 （概ね、道路照明施設設置基準と同様）

7 照明
ＬＥＤ道路･トンネル照
明導入ガイドライン

（案）

ガイドライン
(案)

H27.3

国土交通省大
臣官房技調査
課電気通信室
都市局街路交

通施設課
道路局国道・
防災課道路保

全企画室

－

・ＬＥＤによる道路、トンネル照明の
整備に関する一般的技術基準。

・特に無し。 ・特に無し。 ・特に無し。 ４．照明灯具技術仕様
4.3 道路照明・歩道照明用ＬＥＤモジュール・Ｌ
ＥＤモジュール用制御装置
4.3.3 ＬＥＤモジュールの性能
ＬＥＤモジュール用制御装置と組合せた場合
の初特性は表4.4 を満足すると共に照明灯具
に応じたＬＥＤモジュールの規定光束を満足
するものとする。（表の内容：道路照明用白色
LED及び歩道照明用白色LEDの相関色温度
(K)を4500±2000、平均演色評価数Ra60以上
とする。）

・規定のLEDモジュールを考慮して
望ましい色温度と演色性を規定。

・照明施設が地域景観との調和を損ねないよう計画、設計することは当然であるが、例え
ば、都市の表玄関になるような場所、メインストリートあるいは橋梁上に設けられるものは、
良好な景観形成に配慮した適切な形状・色彩とするものとし、地域景観、都市美を創出すべ
く、光源、照明器具、ポール等の選定に配慮する必要がある。なお、景観に配慮した照明計
画を立案する際には、｢道路景観整備マニュアル(案)（(財)道路環境研究所）｣などを参考に
するとよい。（p24）

-

-

NO. 対象物 基準名称 種 別 年月日 発出者 対象者 概　要
景観配慮に関する主な内容（各種基準より抜粋） 既存の基準類との整合

についての考え方

第6章照明用器材
6－2照明器具
照明器具は，設置場所に応じ，次の事項に留意して選定するものとする。
(3) 道路の付属物として設置場所に適した外観を有し，維持管理が容易なものとする。
6－3ポール
ポールは，次の事項に留意して選定するものとする。
(1) 灯具の性能を十分発揮させるように保持し，設置場所に適した外観を有するとともに，灯
具の配列に応じて経済的な形状および構造を有するものとする。
6－4その他の器材
(3) 配電盤
配電盤は，自動点滅器あるいは自動調光装置などの信号を受けて，光源を点滅または減
光するために必要な機能を有し，設置場所の条件に適合した外観や形状および構造を有す
るものとする。
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資料－７　道路附属物等関連基準類一覧　

形　状 色　彩 配　置 その他
NO. 対象物 基準名称 種 別 年月日 発出者 対象者 概　要

景観配慮に関する主な内容（各種基準より抜粋） 既存の基準類との整合
についての考え方

8 照明
道路照明基準
（JIS　Z 9111）

基準 S63.3.1 日本工業規格 －

・トンネルを除く道路の照明の質的
基準についての規定。

・特に無し。 ・特に無し。 -

9 標識柱
道路標識、区画線及び
道路標示に関する命令

省令 S35.12.17
内閣府・国土

交通省令
－

・道路標識、区画線及び道路標示
の様式や設置基準を規定する道
路法及び道路交通法に関する命
令

・特に無し。 別表第２備考
三　柱
（二）　色彩
原則として、灰色又は白色とする。

・特に無し。 ・特に無し。

10 標識柱 道路標識設置基準
都市局、道路

局通達
H27.3.31

国土交通省
都市局、道路

局

各地方整備局長
北海道開発局長

沖縄総合事務局長
道路関係四公団総

裁、理事長
各都道府県知事
各政令指定市長

・道路標識の整備に関する一般的
技術的基準。

・特に無し。 3-1-3標示板・文字の寸法等
(2)標示板の形、色
標示板の形及び色は、標識令に基づくものと
する。

・特に無し。 3-1-5標示板の併設
同一の支柱に 2 以上の標示板を設置する場
合には、次の各項に留意するものとする。
（１）案内標識、警戒標識、規制標識及び指
示標識の各道路標識は、相互に関連がある
場合を除き、他の分類の道路標識の標示板
との併設は原則として避けるものとする。ただ
し、本標識と補助標識の併設はこの限りでは
ない。
（２）同じ分類の道路標識の標示板であって
も、必要以上に併設しないものとする。特に
警戒標識については、2 以上の設置が考えら
れる場合においても、そのうち最も注意を要
するもののみ設置し、原則として併設はしな
いものとする。
（３）（１）又は（２）に関わらず、次のような場合
には、標示板の併設について検討するものと
する。
１）現に道路標識が設置されている場所に、
近接して道路標識を設置する必要がある場
合、又は近接した場所に新たに 2 以上の道
路標識を設置する場合で、併設することによ
り設置効果が増大する場合。
２）主として道路の構造上の理由で交通の規
制が行われる場合であって、警戒標識と規制
標識を併設しようとする場合。

11 標識柱
道路標識設置基準・同

解説
解説書 S62.1.30 日本道路協会 －

・道路標識設置基準の実施にあ
たっての運用等、道路標識を整備
するうえで考慮すべき事項につい
ての解説書。

・特に無し。 ・道路標識の色は視認性、識別性、注意喚起
の効果を考慮し、各標識毎に赤、黄、緑、青、
白、黒色の組合わせが標識令で定められて
いる。（p69）
・支柱の色彩は、原則として白色又は灰色と
する。ただし、案内標識を設置する場合で、
周辺環境との調和を図るために、これら以外
の色彩を用いる必要がある時は、明度、彩度
の低い色彩（例えば茶系色等）を使用するこ
とが望ましい。（p201）
※道路標識裏面に関する記述は無し。

・特に無し。 ・標識に用いられる書体として、一般道路の
標識に用いる日本字は、丸ゴシック体とし、
高速道路等の案内標識に用いる日本字は角
ゴシック体、規制標識等は丸ゴシック体とす
る。（p69）

12 歩道橋
立体横断施設技術基

準
都市局、道路

局通達
S53.3.22

国土交通省
都市局、道路

局

各地方整備局長
北海道開発局長

沖縄総合事務局長
道路関係四公団総

裁、理事長
各都道府県知事
各政令指定市長

・立体横断、トンネル歩道橋の整
備に関する一般的技術基準。

Ⅰ 設定基準編
３ 設置要件
３－２ 形式の選定
１ 立体横断施設の形式の選定にあたって
は、地形、沿道の土地利用状況および地下
の利用状況、計画等を十分検討のうえ、最適
な形式を選定しなければならない。この場合
に以下の各号のいずれかに該当し、しかも防
犯上の問題がないと認められる場合には、地
下横断歩道とすることが望ましい．
（２） 住居地域および商業地域において、沿
道条件等により横断歩道橋の設置が困難な
場合、または、風致地区で特に景観を重視す
る場合。

Ⅱ 横断歩道橋編
２ 設計一般
２－３ 形 式
横断歩道橋の形式は、昇降高ができるだけ
小さくなるよう、また周囲の環境との調和を十
分考慮して選定しなければならない．

Ⅱ 横断歩道橋編
２ 設計一般
２－14 色 彩
横断歩道橋の色彩は、周囲の環境と調和す
るように十分考慮して選定しなければならな
い。
なお、交差点付近では信号とまぎらわしい色
彩はさけなければならない。

Ⅰ 設定基準編
２ 設置基準
２－１ 車道を横断する立体横断施設の設置
基準

２－１－１ 単路または信号機のない交差点
に設置する立体横断施設

２－１－２ 信号交差点に設置する立体横断
施設

２－１－３ その他、立体横断施設を設置す
る場合
２－２ 鉄道を横断する立体横断施設の設置
基準

・特に無し。

13 歩道橋
立体横断施設技術基

準・同解説
解説書 S54.1.20 日本道路協会 －

・立体横断施設技術基準の実施に
あたっての運用、基準作成の背景
等についての解説書。

（概ね、立体横断施設技術基準と同様） ・横断歩道橋は、歩行者の多い都市部および
周辺に設置されることが多い。特にこのよう
な地域では、横断歩道橋としての機能を確保
するとともに、周囲の環境に十分調和した色
彩とする必要がある。鋼橋の場合は、塗膜の
劣化、錆の発生が美観および橋の耐久性等
から好ましくないので、特に、けあげ面等の
塗装系の選定等にあたっては十分注意しな
ければならない。（p38）

（概ね、立体横断施設技術基準と同様） ・特に無し。

4．道路照明の要件
4.1自動車の運転者に対する要件
(4)照明施設が道路やその周辺の景観を害さないものであること。
4.2歩行者に対する要件
(4)光源色が環境に適切なものであり、その演色性が良好なものであること。
(5)照明施設が道路及びその周辺の景観を害さないものであること。

・標識令では｢原則｣として色彩を規
定しているが、解説書において、た
だし書きとして、周辺環境との調和
を図るため、これら以外の色彩を
用いることを認容。

・道路附属物等ガイドラインは、こ
の「周辺環境との調和を図る必要
がある時」の具体的な対応方法に
ついて記載。

・歩道橋の記名表示についての規
定はなく、道路附属物等ガイドライ
ンでは、歩道橋に記される記名表
示の書体等について記載。

・歩道橋の記名表示についての規
定はなく、道路附属物等ガイドライ
ンでは、歩道橋に記される記名表
示の書体等について記載。【再掲】
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資料－７　道路附属物等関連基準類一覧　

形　状 色　彩 配　置 その他
NO. 対象物 基準名称 種 別 年月日 発出者 対象者 概　要

景観配慮に関する主な内容（各種基準より抜粋） 既存の基準類との整合
についての考え方

14 視線誘導標 視線誘導標設置基準
都市局、道路

局通達
S59.4.16

国土交通省
都市局、道路

局

各地方整備局長
北海道開発局長

沖縄総合事務局長
道路関係四公団総

裁、理事長
各都道府県知事
各政令指定市長

・視線誘導標の設置に関する一般
的技術的基準。

第２章 構造諸元
２－２ 構造形状
（１） 反射体の形状は丸形とし径70mm以上
100mm以下とするものとする。

第３章 設置計画
３－１ 一般国道等
３－１－２ 設置方法
（３） 設置位置及び設置高さ
視線誘導標の設置位置は、車道の建築限界
の外側直近に設置するものとする。
反射体の設置高さは、路面 上50cm 以上
100cm以下の範囲で道路の区間毎に定める
ものとする。

３－２ 高速自動車国道等
３－２－２ 設置方法
（３） 設置位置及び設置高さ
１） 視線誘導標の設置位置は、建築限界の
外側直近とするものとする。
２） 視線誘導標の設置高さは、本線左側路側
に設置する場合路面上から反射体の中心ま
で120cm、その他の場所に設置する場合、路
面上から反射体の中心まで90cmを標準とす
るものとする。

第２章 構造諸元
２－３ 色 彩
（１） 反射体の色は白色又は橙色で、次に示
す色度範囲にあるものとする。

ただし、x、yはＪＩＳ Z8701の色度座標をいう。
（２） 支柱の色は白色又はこれに類する色と
するものとする。

第３章 設置計画
３－１ 一般国道等
３－１－２ 設置方法
（１） 設置場所等
１） 視線誘導標の設置場所は、左側路側を原則とし、必
要に応じて中央分離帯及び右側路側等にも設置するも
のとする。
２） 視線誘導標の反射体の色、個数及び大きさは次表
に示すとおりとするものとする。

３－２ 高速自動車国道等
３－２－２ 設置方法
（１） 設置場所等
視線誘導標の設置場所並びに反射体の色、個数、配列
及び大きさは次表に示すとおりとするものとする。

・特に無し。

15 視線誘導標
視線誘導標設置基準・

同解説
解説書 S59.10.11 日本道路協会 －

・視線誘導標の計画、設計、施工
および維持管理に関する解説書。

（概ね、視線誘導標設置基準と同様） ・反射体の色は白色、橙色の2色としたが、そ
の使用区分は、第3章の規定によるものとす
る。
一般的に言えば、白色の使用が普通であり、
橙色は道路の右側及び分離帯等、または危
険（特別）な区間を示す必要がある場合に使
用する。橙色は白色に比し反射効率は悪い
が、この色は、一般に｢注意｣の意味で用いら
れるため、この基準でも同様の意味を持たせ
ることとした。ここでいう白色は、入射光をそ
のままの色光で反射するという意味で反射体
としては無色透明である。
x、ｙ座標による色度の表示は、この反射体と
同様の製品が使用されている自動車の後部
反射器の日本工業規格JIS D 5500（自動車
用ランプ類）や米国自動車規格SAE J 594 f
（リフレックスリフレクタ）のいずれにおいても
採用されており、一般に普及している表示方
法である。本気準はJIS D 5500の規定に従っ
たものであるが、橙色の色度範囲を示す不等
式z≧0.010をy≧0.99-xに変更してわかりや
すくしたものである。
この色度範囲の規 定は 、標 準光 A(JIS Z
8720)で反射体材料を照射した場合に、その
反射光の色度の値が規定の範囲内になけれ
ばならないことを示すものである。したがっ
て、反射体材料は色として純度の高いもので
なければならない。（p8）

（概ね、視線誘導標設置基準と同様） ・特に無し。

16 道路反射鏡 道路反射鏡設置指針 指針 S55.12.25 日本道路協会 －

・道路反射鏡の計画、設計、施工
および維持管理に関する指針。

・鏡面の大きさおよび鏡面の曲率半径は、表
2-5のとおりとする。（p11）

・道路反射鏡の支柱、フードおよび取付枠等
の色彩は警戒色である橙色とし、その基準色
は2.5YR6/13（マンセル値）とする。ただし、周
囲の環境等により、やむを得ない場合は他の
色彩を用いてよいものとする。（p32）

・特に無し。 ・特に無し。 ・「周囲の環境等により、やむを得
ない場合」の例として景観的な配
慮を行う場合と記載。

17
舗装

（法定外表示）
法定外表示等の設置

指針について

警察庁交通局
交通規制課長

通達
H26.1.28

警察庁交通局
交通規制課

警視庁交通部長
各道府県県警(方面)

本部長
(参考送付先)

各管区警察局広域
調整担当部長

・法定外表示等について、設置様
式のに関する考え方。

・特に無し。 ３ 法定外表示等の運用
(ｲ) カラー舗装について
「ゾーン３０」の法定外表示の周囲又は背景
へのカラー舗装を検討すること。色彩は原則
として緑色とするが、景観保全等の観点か
ら、これ以外の色彩を使うことも妨げない。た
だし、緑色以外の色彩を使う場合には、道路
標示等の色彩（白・黄）と同系色とならない色
彩を使用すること。
(2) カラー舗装の運用
ウ色彩
(ｱ) ゾーン・エリア対策関係
ａ 車道部の舗装の色調は、白又は黄色以外
とし、道路標示の視認性が確保できる色とす
ること。
ｂ 車道部及び歩道部とも単一色を基本とし、
原則として自治体ごとに統一させること。
(ｲ) バスレーン関係
原則として茶系色とすること。ただし、景観保
全等の観点から、地元の意向等によりこれ以
外の色彩を使う場合においても、道路標示等
の色彩（白・黄）と同系色とならない色彩を使
用すること。
(ｳ) 普通自転車専用通行帯等の車道部の自
転車通行空間関係原則として青系色とするも
のとす。ただし、景観保全等の観点から、地
元の意向等によりこれ以外の色彩を使う場合
においても、道路標示等の色彩（白・黄）と同
系色とならない色彩を使用すること。

・特に無し。 ・特に無し。 ・具体的方法の例として、カラー舗
装を使用する場合の推奨色を、赤
色系、青色系、緑色系別に彩度、
明度の範囲を規定。

・反射体の色彩については輝度の
概念を含むJIS規格で規定されて
おり、自由度は極めて小さい。

・支柱の色彩については「類する
色」としてグレーベージュ、オフグ
レーを記載。

・また、基準に記載のない取付部
材や、基準外である大型の反射体
等について、景観へ配慮するよう
記載。
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資料－７　道路附属物等関連基準類一覧　

形　状 色　彩 配　置 その他
NO. 対象物 基準名称 種 別 年月日 発出者 対象者 概　要

景観配慮に関する主な内容（各種基準より抜粋） 既存の基準類との整合
についての考え方

18
舗装

（規制標示・黄色）
道路標示ペイントの黄

色の統一について

警察庁交通局
交通規制課長

通達
S53.6.16

警察庁交通局
交通規制課

警視庁交通部長
各道府県警察本部

長
各管区警察局交通

担当部長
各方面警察本部長

・標識令のうち、規制標示の色彩
の黄色に関する考え方。

・特に無し。 1.基準色
別添色見本の色（マンセル参考値｢
5.5YR6.5/12｣）とする。この基準色を｢道路標
示黄色｣と呼称する。

・特に無し。 ・特に無し。 ・警察庁通達による色彩に従う。

19
舗装

（自転車走行空間）
自転車道等の設計基

準
都市局、道路

局通達
S49.3.5

国土交通省
都市局、道路

局

各地方整備局長
北海道開発局長

沖縄総合事務局長
道路関係四公団総

裁、理事長
各都道府県知事
各政令指定市長

・自転車道等の技術的基準。 ・特に無し。 ・特に無し。 ・特に無し。 ・特に無し。

20
舗装

（自転車走行空間）
自転車道等の設計基

準　解説
解説書 S49.10.14 日本道路協会 －

・自転車道等の設計基準の解説
書。

・特に無し。 ・特に無し。 ・特に無し。 ・特に無し。

21
舗装

（自転車走行空間）

安全で快適な自転車
利用環境創出ガイドラ

イン
ガイドライン H28.7.19

国土交通省道
路局・警察庁

交通局

道路管理者(直轄、
自治体)・都道府県警

察

・自転車走行空間創出に関するガ
イドライン。

・特に無し。 ・帯状路面表示及び矢羽根型路面表示の色
彩は青系色を基本とするが、景観にも配慮し
て設定するものとする。（pⅡ-5）

・帯状路面表示の幅は、自転車専用通行帯
の幅の全部もしくは一部のいずれかを選択で
きるものとする。（pⅡ-5）
・矢羽根型路面表示の設置間隔は10mを標
準とし、交差点部等の自動車と自転車の工
作の機械が多い区間や、事故多発地点等で
は設置間隔を密にする。（pⅡ-7）

・特に無し。

22
舗装

（視覚将棋者
誘導用ブロック）

視覚障害者誘導用ブ
ロック設置指針

都市局街路課
長、道路局企
画課長通達

S60.8.21
国土交通省

都市局、道路
局

各地方整備局道路
部長

北海道開発局建設
部長

沖縄総合事務局建
設部長

道路関係四公団担
当部長、

各都道府県土木部
長

各政令指定市計画
局長

・視覚障害者誘導用ブロックの整
備に関する一般的技術指針。

・特に無し。 第 3 章 材 料
3－2 色 彩
視覚障害者誘導用ブロックの平板の歩行表
面及び突起の表面の色彩は、原則として黄
色とする。

・特に無し。 ・特に無し。

23
舗装

（視覚将棋者
誘導用ブロック）

視覚障害者誘導用ブ
ロック設置指針・同解

説
解説書 S60.9.15 日本道路協会 －

・視覚障害者誘導用ブロック設置
指針の運用等についての解説書。

・コンクリート製の視覚障害者誘導用ブロック
はJIS A5304｢歩道用コンクリート平板｣の歩
道用コンクリートカラー平板と同等以上の品
質を有していることが望ましい。（p30）

・黄色は弱視者にもよく識別でき、また、晴眼
者にもよく遠望できるので、原則として視覚障
害者誘導用ブロックの歩行表面は黄色とし
た。また、塗布による着色は耐久性に乏しい
ので、顔料（色彩）を混入したものとする。
（p30）

・特に無し。 ・特に無し。

24
舗装

（視覚将棋者
誘導用ブロック）

基準移動等円滑化の
ために必要な道路の構
造に関する基準に定め

る省令

国土交通省令 H18.12.19 国土交通省 －

・平成18年6月21日に「高齢者、障
害者等の移動等の円滑化の促進
に関する法律」(平成18年法律第
91号)が公布され、これに伴う同法
に基づく移動等円滑化のために必
要な道路の構造に関する基準。

（視覚障害者誘導用ブロック）
第34条
2 視覚障害者誘導用ブロックの色は、黄色
その他の周囲の路面との輝度比が大きいこ
と等により当該ブロック部分を容易に識別で
きる色とするものとする。

・特に無し。 ・特に無し。

25
舗装

（視覚将棋者
誘導用ブロック）

増補版　道路の移動等
円滑化整備ガイドライ

ン
ガイドライン H23.8.10

国土技術研究
センター

－

・バリアフリー新法及び道路移動
等円滑化基準の施行を受け、基準
の運用と解説のためのガイドライ
ン。

・形状、寸法についてはJIST9251（視覚障害
者誘導用ブロック等の特記の形状・寸法及び
その配列）に合わせたものとする。なお、道路
空間において一般的に使用されているブロッ
ク1枚の大きさは、300mm四方である。(p254）

・視覚障害者誘導用ブロックの色は、一般的
なアスファルト舗装との対比効果が発揮で
き、視覚障害者（弱視）の適切な誘導を図る
ことができる黄色を基本としたものである。し
かしながら、色彩に配慮した舗装を施した歩
道等で、黄色いブロックを適用するとその対
比効果が十分発揮できなくなる場合は、設置
面との輝度比や明度差が確保できる黄色以
外の色を選択できることとした。
一般的に視覚障害者誘導用ブロックは黄色
と認知されており、黄色が良いとする意見も
多いため、黄色を基本とするが、路面の色彩
が類似している場合、周囲の路面との輝度比
を2.0程度確保することにより視覚障害者誘
導用ブロックが容易に識別できることが必要
である。（p256）

・特に無し。 ・特に無し。

・黄色を基本とするものの、周辺の
路面との輝度比や明度差が確保
できるよう、黄色以外の色を選択
することについても記載。

-

参考－25
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